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（本報告書における記載内容の注意事項） 

 

⚫ 端数処理  

報告書の数値は、原則として単位未満の端数を切り捨てて表示しているため、

表中の総額と内訳の合計が一致しない場合がある。  

公表されている資料等を使用している場合には、原則としてその数値をそのま

ま使用しているため、端数処理が不明確な場合もある。  

パーセンテージ等比率は表示単位未満を四捨五入している。 

 

⚫ 報告書の数値等の出典  

報告書の数値等は、原則として市が公表している資料、あるいは監査対象とし

た組織から入手した資料を用いている。その場合には原則として数値等の出典は

明示していない。 

報告書の数値等のうち、東大阪市以外が公表している資料あるいは監査対象と

した組織から入手した資料以外の数値等を用いたもの、あるいは他の地方公共団

体等の数値等を表示したものについては、その出典を明示している。 

 

⚫ 報告書の数値等の正確性 

報告書中の監査人による試算・推計の数値・金額は、監査人に提示のあった資

料に限定して行ったもので、その数値・金額の正確性を保証するものではない。 
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第１章 包括外部監査の概要 

Ⅰ. 包括外部監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37第１項に基づく包括外部監査 

 

 

Ⅱ. 選定した特定の事件（テーマ） 

消防事業の財務事務について 

 

 

Ⅲ. 事件（テーマ）を選定した理由 

近年、我が国では各地において気象の急激な変化や自然災害の頻発化・激甚化にさ

らされており、東大阪市においても地震や大雨による自然災害のリスクが決して低い

とは言えない状況にある。このような環境下にあって、市民の生命・財産を守る防災・

減災への取り組みは一層重要性が増しており、消防機能の充実強化は大きな課題とも

いえ、市民の期待・関心は少なからず高まっているものと思われる。 

東大阪市の消防費を見てみると、令和６年度の一般会計歳出当初予算額 221,516百

万円のうち消防費は 6,421 百万円と、全体の約 2.9％であり相対的には大きな比率を

占めるものではない。しかし、火災の予防、警戒及び鎮圧、救急業務、人命の救助等

により、災害等から市民の生命、身体及び財産を直接的に守る消防の責務は非常に重

要なものと言える。そして、こうした責務を限られた予算と人員で果たすためには、

効果と効率が十分に図られる必要があると考えられる。 

こうしたことから、東大阪市における包括外部監査テーマとして過去に実施されて

いないという点も含め、消防事業について検証することは有意義であると判断した。 

 

 

Ⅳ. 包括外部監査の対象期間 

令和６年度 

ただし、必要に応じて令和５年度以前及び令和７年度の一部を含む。 

 

 

Ⅴ. 監査対象 

消防局、消防署及び消防団 
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Ⅵ. 包括外部監査の方法 

１. 監査着眼点 

(ア) 消防体制が市の人口や面積等に対して適切に構築されているか。 

(イ) 施設や備品等の整備、運営管理が適切に行われているか。 

(ウ) 消防事業の財務事務が法令及び規程等に従って適切に行われているか。 

(エ) 消防事業に係る契約事務は、法令及び規程等に従って適切に行われているか。 

(オ) 消防事業に対し、適切に検証、的確な評価をされているか。 

(カ) 計画における目標を実現するための今後の課題について適切に把握され、対応

策が検討されているか。 

(キ) 消防事業が経済性・効率性・有効性の観点から適切に運営されているか。 

 

 

２. 実施した主な監査手続 

実施した主な監査手続は次のとおりである。なお、監査手続の適用にあたっては

効率的な監査を実施するという観点から、重要と判断したものに限定し、原則とし

て試査1により行った。 

 

(ア) 消防事業の状況等に関する関連部署の責任者及び担当者に対するヒアリング。 

(イ) 消防事業に関する計画、条例、決裁文書等の閲覧。 

(ウ) 監査対象とした消防局保有資産の現場視察。 

 

 

Ⅶ. 包括外部監査の実施期間 

自 令和７年６月 25日  至 令和８年３月 27日 

 

 

Ⅷ. 外部監査人補助者の資格及び氏名 

公認会計士 堀井 孝彦  

公認会計士 角田 達哉 

公認会計士 田島 宇晴 

公認会計士 岡坂 祐作 

日本公認会計士協会準会員 多賀井秀真 

日本公認会計士協会準会員 和田 凪彩 

 

 

Ⅸ. 利害関係 

包括外部監査の対象となった事件につき、包括外部監査人及び包括外部監査人補助

者は地方自治法第 252 条の 29の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

 
1 試査とは、特定の監査手続の実施に際して監査対象となる母集団からその一部の項目を抽出し、それに対し

て監査手続を実施することをいう。 
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第２章 監査対象の概要 

Ⅰ. 東大阪市の概要 

 
（出典：令和６年版消防年報） 
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Ⅱ. 東大阪市の消防の沿革 

明治 ３年 消防組が発足 

昭和１４年 １月２４日 警防団令(勅令第 20 号)の公布により各村の消防組が警防団に改組 

昭和１６年 ９月２０日 特設消防署規程の改正に伴い、大阪府布施消防署(現長堂分署)開設 

昭和１７年 １月１０日 布施消防署御厨出張所開設 

昭和１７年 ２月 １日 布施消防署長瀬出張所開設 

昭和１８年１０月 ８日 布施消防署楠根格納庫設置 

昭和１９年 ２月 １日 布施消防署庁舎を新築、旧庁舎は長堂出張所として即日事務を開始 

昭和２０年 ６月２９日 大阪府告示により管轄区域が拡張され、布施市のほか、八尾市、玉

川町、盾津町、久宝寺村、高安村、南高安村、三野郷村等１２箇村

が管轄区域となり、八尾、龍華、山本の３出張所を開設 

昭和２１年 ４月 １日 戦後の消防力の再編成に伴い、新たに八尾消防署が開設され、布施

消防署の管轄区域は、布施市、玉川町、盾津町に縮小 

昭和２２年 ８月 １日 布施消防署御厨出張所廃止 

昭和２２年 ９月 １日 消防団令の施行に伴い、警防団が消防団に改められ、孔舎衙村、大

戸村、枚岡村、縄手村、三野郷村、英田村、若江村、玉川村、盾津

町、布施市に各消防団を結成 

昭和２２年１１月２６日 布施消防署玉川出張所開設 

昭和２３年 ３月 ７日 消防組織法の施行に伴い自治体消防が発足し、大阪府布施消防署か

ら布施市消防本部消防署と改称し、玉川町消防本部、消防署開設 

昭和２４年 ３月１６日 布施市消防署楠根出張所開設 

昭和２６年 ９月３０日 玉川町消防本部、消防署廃止 

昭和３０年 １月 １日 町村合併促進法の施行に伴い、枚岡町、縄手町、石切町、孔舎衙村

が合併し、枚岡市消防団が発足 

昭和３０年 １月１５日 盾津町、玉川町、英田村、若江村、三野郷村が合併し、河内市消防

団が発足 

昭和３３年 ４月 １日 枚岡市消防本部、消防署開設 

昭和３３年 ８月１３日 布施市消防署足代臨時出張所開設 

昭和３７年１１月 １日 布施市消防署長堂出張所を分署に昇格 

昭和３８年１１月 １日 布施市消防本部、消防署新庁舎落成（旧西消防署） 

昭和３９年 ９月３０日 布施市消防署足代臨時出張所を布施市消防署足代出張所に改称 

昭和４０年 ３月 １日 河内市消防本部、消防署開設 

昭和４０年１１月１０日 枚岡市消防本部、消防署庁舎改築 

昭和４１年１０月 １日 河内市消防署北部出張所開設 

昭和４２年 １月１６日 布施市消防署上小阪出張所開設 

昭和４２年 ２月 １日 枚岡市、河内市、布施市の三市合併により東大阪市消防本部発足 

旧枚岡市消防署を東消防署に、旧河内市消防署を中消防署に、旧布

施市消防署を西消防署に改め、同じく旧市消防団を東消防団、中消

防団、西消防団に改称 
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昭和４２年 ２月 １日 中消防署北部出張所を分署に昇格 

昭和４３年 ６月 １日 東消防署末広出張所開設 

昭和４５年 ４月１０日 西消防署長堂分署改築 

昭和４６年 ２月 １日 
消防団の運営合理化を図るため、三消防団を統合し、東大阪市消防

団に改称 

昭和４６年 ６月２７日 東消防署石切出張所開設 

昭和４７年 ４月 ２日 中消防署中新開出張所開設 

昭和４７年 ４月 ５日 西消防署足代出張所改築 

昭和４８年 ５月 ７日 中消防署若江出張所開設 

昭和４８年 ５月１６日 消防本部の機構改革に伴い、東大阪市消防局に改称 

昭和４９年１０月 １日 中消防署英田出張所開設 

昭和４９年１２月２０日 東消防署額田出張所開設 

昭和５０年１２月 １日 東消防署四条出張所開設 

昭和５２年 ４月 １日 消防団４３分団を１５分団に再編成 

昭和５２年 ７月 １日 東大阪市消防音楽隊発足 

昭和５２年 ９月１２日 中消防署移転 

昭和５２年１１月 １日 ２部制勤務から３部制勤務への移行完了 

昭和５５年 ３月２１日 西消防署大蓮出張所開設 

昭和５６年 ３月１７日 通信指令装置の全面改修 

昭和５６年 ４月 １日 東消防署末広出張所増築 

昭和５７年１０月１２日 西消防署上小阪出張所改築 

昭和５９年 ９月１７日 西消防署長瀬出張所移転新築 

昭和６１年 ３月３１日 西消防署楠根出張所建替 

平成 ２年 ２月２０日 消防訓練場移転新築 

平成 ５年 ５月２４日 東消防署移転新築 

平成 ６年１２月２４日 中消防署北部分署改築 

平成 ７年 ３月２４日 消防訓練場移転新築 

平成 ８年 １月２５日 東消防署末広出張所及び四条出張所を統合し、四条分署開設 

平成 ９年 ４月 １日 
通信指令システムへ更新 

女性消防吏員採用 

平成１１年 ７月１３日 西消防署足代出張所改修 

平成１１年 ７月１６日 西消防署上小阪出張所建替 

平成１２年 ６月 １日 全員出動体制（残留勤務廃止）実施 

平成１５年 ４月 １日 東大阪市消防力整備計画策定 
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平成１６年１２月 １日 西消防署楠根出張所改修 

平成１７年 ３月３１日 消防音楽隊の活動休止 

平成２０年 ３月１７日 東大阪市消防局・中消防署移転新築（新訓練施設併設） 

高機能消防指令センター運用開始（旧指令センター） 

中消防署英田出張所を廃止 

平成２０年 ４月 １日 消防局において部制を実施 

平成２０年 ５月 ４日 消防局防災学習センターを開設 

平成２３年 ４月 １日 第２期東大阪市消防力整備計画策定 

平成２４年 ８月２４日 西消防署長堂分署の耐震補強及び部分改修 

平成２４年 ８月２８日 東消防署額田出張所の耐震補強及び部分改修 

平成２４年１０月 １日 大阪府から保安３法規制事務を権限移譲    （火薬類取締法）    

（高圧ガス保安法）    （液化石油ガスの保安の確保及び取引

の適正化に関する法律） 

平成２５年１１月１５日 東消防署石切出張所移転し、布市出張所開設 

平成２６年 ４月 １日 消防救急デジタル無線の運用開始（常備消防） 

平成２６年１２月 １日 消防救急デジタル無線の運用開始（非常備消防） 

平成２８年 １月１３日 西消防署足代出張所の耐震補強及び部分改修 

平成２８年 ２月２５日 中消防署若江出張所の耐震補強及び部分改修 

平成２８年 ３月３１日 中消防署中新開出張所の耐震補強及び部分改修 

平成２９年 ７月２４日 西消防署建替 

平成３０年 ４月 １日 高機能消防指令センター運用開始 

令和 ３年 １月 消防出初式中止（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため） 

令和 ３年 ３月３１日 消防音楽隊の廃止 

令和 ３年 ４月 １日 第３期東大阪市消防力整備計画策定 

令和 ４年 ４月 １日 消防局防災学習センターの受付案内等の業務を民間委託 

令和 ６年 １月 消防出初式中止（能登半島地震に伴う緊急消防援助隊派遣のため） 

令和 ７年 ４月 １日 警防部救急課を新設 

（出典：令和６年版 消防年報） 
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Ⅲ. 消防局・消防署の配置 

 
（出典：令和６年版 消防年報） 
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Ⅳ. 庁舎概要 

名称 構造 
建築 

年月 

面積 

敷地面積 

（㎡） 

建築面積 

（㎡） 

延べ面積 

（㎡） 

消 
 

防 
 

局 

消防訓練施設 

主訓練塔 

RC造 

地上６階地下

１階建 

Ｈ20．4 5,000  

315  1,221  

補助訓練塔 

RC造２階建 
53  87  

消防局 

（４・５階部分） 

免震 RC造 

５階建 
1,922  

2,423  

防災学習センター 

（３・４階の一部） 
854  

中
消
防
署 

本署 

（１～３階部分） 
3,705  

北部分署 RC造２階建 Ｓ41．8 436  341  680  

中新開出張所 S造２階建 Ｓ47．4 485  164  300  

若江出張所 S造２階建 Ｓ48．5 361  169  234  

東
消
防
署 

本署 

(１～３階一部) 
SRC造４階建 Ｈ5．5 1,770  837  1,852  

四条分署 

(地下１～１階一部) 
RC造４階建 Ｈ8．1 1,313  190  329  

布市出張所 S造２階建 Ｈ25.11 500  290  499  

額田出張所 S造２階建 Ｓ49．2 723  225  367  

西
消
防
署 

本署 RC造３階建 Ｈ29．7 1,985  1,149  2,730  

長堂分署 S造２階建 Ｓ45．4 440  167  314  

長瀬出張所 RC造２階建 Ｓ59．9 540  237  341  

楠根出張所 RC造２階建 Ｓ61．3 364  173  281  

足代出張所 S造２階建 Ｓ47．4 155  107  202  

上小阪出張所 RC造３階建 Ｈ11．7 244  94  272  

大蓮出張所 Ｓ造２階建 Ｓ55．3 610  149  265  

（出典：令和６年版 消防年報）  
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Ⅴ. 消防局及び消防署の組織 
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（出典：令和６年版 消防年報） 
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Ⅵ. 消防団の組織 
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（出典：令和６年版 消防年報） 
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Ⅶ. 消防局及び消防署の事務分掌 

◎ 総 務 部 
● 総 務 課 

ア 総合企画及び業務の管理、調整、改善に関すること。 

イ 重要事項の調査研究及び情報の収集に関すること。 

ウ 消防の組織に関すること。 

エ 例規の制定及び改廃に関すること。 

オ 情報公開及び個人情報保護に関すること。 

カ 公印、文書及び帳票の管理に関すること。 

キ 儀式及び渉外に関すること。 

ク 消防協力者の表彰に関すること。 

ケ 消防施設の維持管理に関すること。 

コ 消防予算及び決算に関すること。 

サ 消防所管財産の管理に関すること。 

シ 物品の出納及び保管に関すること。 

ス 職員及び消防団員の被服等の貸与に関すること。 

セ 消防団員の任免、服務、表彰その他身分に関すること。 

ソ 消防団員の報酬等の支給に関すること。 

タ 消防団員等の公務災害に関すること。 

チ 消防団員の教養訓練に関すること。 

ツ 災害対策、国民保護等危機管理に係る連絡調整及び総括に関すること。 

テ 局の他の部及び他の課の主管に属しないこと。 

 

● 人 事 課 

ア 職員の任免、分限、懲戒、服務、表彰その他身分に関すること。 

イ 職員の試験機関に関すること。 

ウ 職員の給与に関すること。 

エ 職員の勤務規律等の監察に関すること。 

オ 職員の健康、衛生管理及び福利厚生並びに共済に関すること。 

カ 職員の公務災害に関すること。 

キ 職員の教養に関すること。 

ク 職員の教養資料に関すること。 

ケ 災害対策、国民保護等危機管理に係る人事事項に関すること。 

 

 

◎ 警 防 部 
● 予 防 課 

ア 建築同意事務及び消防用設備等の指導に関すること。 

イ 立入検査に関すること。 

ウ 各種防火運動に関すること。 

エ 防火管理組織の育成指導に関すること。 

オ 防災学習センターに関すること。 

カ 危険物及び指定可燃物に関すること。 

キ 高圧ガス等の防火指導に関すること。 

ク 危険物取扱者に関すること。 
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ケ 火薬類取締法（昭和 25年法律第 149 号）の規定に基づく許可、認可、届出、

報告、検査等に関すること。 

コ 高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号）の規定に基づく許可、届出、報

告、検査等に関すること。 

サ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42年法律

第 149号）の規定に基づく登録、許可、認定、認可、届出、報告、検査等に

関すること。 

シ 火災の調査に関すること。 

ス り災証明その他の火災に関する証明に関すること 

セ 調査技術の研究及び指導に関すること。 

ソ 火災統計に関すること。 

タ 消防広報及び広聴に関すること。 

チ 災害対策、国民保護等危機管理に係る措置、広報等に関すること。 

ツ 他の課の主管に属しないこと。 

 

● 警 防 課 

 ア 災害の防御及び警備計画に関すること。 

イ 警防の技術の研究及び指導に関すること。 

ウ 警防訓練の計画及び実施に関すること。 

エ 消防地水利に関すること。 

オ 水防に関すること。 

カ 消防行政責任区制度の推進に関すること。 

キ 開発許可申請の審査に関すること。 

ク 災害（火災を除く。）の調査に関すること。 

ケ 消防車両及び機械器具の管理に関すること。 

コ 消防車両の事故に関すること。 

サ 災害対策、国民保護等危機管理に係る警防活動に関すること。 

    

● 救 急 課 

ア 救急業務の実施に関すること。 

イ 救急統計に関すること。 

ウ 応急手当の普及啓発に関すること。 

エ 救急需要対策に関すること。 

オ 救急技術の研究及び指導に関すること。 

カ 救急隊員等の生涯教育に関すること。 

キ 救急業務に係る保健所及び地域医療機関等との連携に関すること。 

ク メディカルコントロール協議会等に関すること。 

ケ 救急活動に係る感染防止対策に関すること。 

コ 災害対策、国民保護等危機管理に係る救急活動に関すること。 

 

● 指 令 課 

ア 消防隊等の出動指令に関すること。 

イ 現場情報の収集及び支援情報の伝達に関すること。 

ウ 気象情報の収集及び伝達に関すること。 

エ 非常招集の実施に関すること。 

オ 消防通信の運用及び統制に関すること。 
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カ 通信施設の運用管理に関すること。 

キ 指令システム及び情報システムに係る運用管理及び企画、調整等に関する

こと。 

ク 消防行政に係る情報の管理に関すること。 

ケ 災害対策、国民保護等危機管理に係る指令管制等に関すること。 

 

 

○ 消 防 署 
● 東･中･西消防署 

ア 文書の収受発送及び完結文書の保存に関すること。 

イ 公印の管守に関すること。 

ウ 職員の配置に関すること。 

エ 職員の願届及び身分に関すること。 

オ 職員の教養に関すること。 

カ 職員の保健衛生に関すること。 

キ 職員の給与及び経理に関すること。 

ク 備品及び物品の保管に関すること。 

ケ 消防団に関すること。 

コ 消防協力団体に関すること。 

サ 危険物及び指定可燃物に関すること。 

シ 建築同意事務、消防用設備等の指導に関すること。 

ス 立入検査に関すること。 

セ 防火組織の育成指導に関すること。 

ソ 消防広報及び広聴に関すること。 

タ 火災その他の災害の調査に関すること。 

チ 諸証明に関すること。（り災証明その他の火災に関する証明を除く。） 

ツ 消防警備の実施に関すること。 

テ 消防車両及び機械器具に関すること。 

ト 消防地水利に関すること。 

ナ 消防通信に関すること。 

ニ 警防訓練の実施に関すること。 

ヌ 救助及び救急業務の実施に関すること。 

ネ 職員の警備配置に関すること。 

 
（出典：令和６年版 消防年報） 
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第３章 包括外部監査の結果及び意見 

Ⅰ. 監査の結果及び意見の定義 

本報告書における監査の結果と意見の定義は次のとおりである。 

 

監査の「結果」 法令、条例、規則等に違反している事項、又は違反とまでは言

えないものの質的な重要性から改善が必須であると監査人が判

断した事項 

監査の「意見」 「結果」以外で改善・検討を求める事項 

 

 

Ⅱ. 監査の結果及び意見の一覧 

消防事業全体に対する結果及び意見 

① 消防力整備計画に基づき実行計画を策定するとともに、毎年

度の実績確認を行うことは、消防力整備の適切な推進に不可

欠であるが、計画の策定、実績報告がなされていない状況にあ

る。 

整備計画を着実に推進するためには、消防力整備推進会議を

定期的に開催し、進捗状況を継続的に確認することが必要で

ある。 

結果１ 

② 消防力整備計画の効果的な進捗管理を行うためには、目標設

定をより具体的かつ測定可能なものとし、適切なマイルスト

ーンを設定することが望ましい。 

意見１ 

③ 建替え、改修時には、女性専用の設備を整備するなど、女性消

防吏員の割合を増加させる取組を進めることが望ましい。 
意見２ 

④ 受援計画について、応援職員等に対して紹介できる宿泊場所

として活用可能な施設等のリスト化、及び、受援計画に基づい

た訓練の実施ができていない。他の多くの自治体においても

対応できていない項目ではあるものの、受援計画をより実効

性の高いものとするため、今後計画的に対応していくことが

望ましい。 

意見３ 

⑤ コンプライアンス研修について、対象者を管理職や若年層に

限定するのではなく、全職員を対象として実施することが望

ましい。また、研修の実施回数を増やす、又は、当日参加でき

ない職員に対しても研修の動画を後日閲覧できるようにす

る、あるいは、別途研修用の DVD を閲覧できるようにするな

ど、研修対象者が研修を受講できる機会を確保するための取

組を実施することが望ましい。 

意見４ 

⑥ 現金紛失事案に関しては、警察による捜査結果等を踏まえ、市

としての事実関係の確認を行い、当該現金を取り扱っていた

職員及び管理していた職員に対し、消防局長名により処分等

を行っているものの、当該事案を受けた課題整理や改善提案

を内部報告書として取りまとめたり、改善策の起案等は行っ

ていないとのことである。 

このような重大な事案が発生した際には、事案に係る事実確

意見５ 
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認をもとに原因分析を通じて課題整理をするとともに改善策

をとりまとめ、これを組織内で共有して実行し、達成度合いを

継続的に時系列で評価する進捗管理が必要である。そうした

対応が、例えば監察（内部監査）の実施というような形で自律

的に行われなかったことは組織的な大きな課題であり、課題

認識の感度と適応力を高めるよう、組織の人事的な見直しや

監察（内部監査）制度の再定義と実践も含めた、組織風土改革

に取り組むことが、非常に強く望まれる。 

⑦ 支出に際して防火協力会会長から電話での口頭承認を得たこ

とは支出伺い上明確にはなっておらず、承認を得たことを明

確にするために、支出伺い上その旨を記載する、あるいは、メ

ールで承認をもらうなど、承認関係を明確にすることが望ま

しい。 

意見６ 

⑧ 連絡協議会や西防火協力会においては、会計事務を引き継い

で自主管理しているという事例もあることから、中・東の両防

火協力会への業務の引継ぎについても、今後３年程度を目途

に防火協力会が規約に沿って完全に自主運営するように、消

防局として真摯に継続的に要請・尽力することが望ましい。 

意見７ 

⑨ 防火協力会は利害関係者に準ずるものとして整理すべきであ

る。防火協力会の事務局員という立場で参加していたとして

も、身分は市の職員であることに変わりはないことから、防火

協力会から部分的であっても供応を受けて懇親会に参加する

ことは、職員倫理規則第４条第６号の禁止行為に抵触するお

それが懸念されるべきことと認識して、少なくとも事前に倫

理監督者に相談すべきであった。より本来的には、利害関係者

との懇親として自己負担を前提に、倫理監督者の許可を事前

に得るべく申請すべきであったし、今後はそうした感覚をも

って職員倫理条例・規則に則した倫理の実践に心がけること

が必要である。 

結果２ 

⑩ 救急体制の確保・強化に向け、救急需要の分析を継続するとと

もに、基準隊数との乖離を解消する観点から、増隊の必要性や

時期について、計画的に検討を進めることが望まれる。 

意見８ 

⑪ 現場重視の消防職員が、組織マネジメントを学び、現場から一

定の距離を置いて社会の変化に適応できる組織化に向けたマ

ネジメントを実践するには、理念や規範に関する座学だけで

は足りず、外部からマネジメント人材を招き、あるいはマネジ

メントを担う（候補）者を一定期間外部に派遣・出向等するこ

とが効果的ではあるが、これまでの出向実績の効果を勘案す

ると、消防業務との直接的業務関連性を超えた外部、現実的に

は市長部局（危機管理室を除く。）との継続的かつ中長期的な

人事交流、しかも局管理層の一定割合を占める程度の規模の

人事交流を要する状況ではないかと思料する。  

意見９ 
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業務及び会計 監査の結果/意見 結果・意見 

各業務及び会計に関する結果及び意見 

１. 

出納管理 

① 資金前渡事務マニュアルに従い、入金日に収入

を記帳するなど、適切な前渡資金管理を徹底さ

れたい。 

結果３ 

 

② （前渡資金の）戻入出金の記帳が遅れていたこ

とは一つの反省点であるが、もう一つの課題と

して、金庫に保管されていた現金そのものの受

払残高が記録管理されていなかったことが挙

げられる。「金銭出納帳」に、実際の現金の入出

金及びその時点の現金残高を併記して、消防局

が管理する前渡資金の残高とその一部である

金庫内保管している現金残高とをそれぞれ把

握管理する必要がある。 

結果４ 

 

③ 石切出張所にあった備品は廃棄されている。その

ため、物品不用決定伺書により不用の決定をする

必要があったが、この処理が長年漏れていた。 

結果５ 

 

④ 備品リストの設置場所が実際の設置場所と異

なる場合、所在が不明となる可能性や盗難・紛

失の際の発見が遅延する可能性が高まると考

えられるため、備品リストに記載されている設

置場所と、実際に備品が保管されている場所が

異なる場合には、適切に修正するべきである。 

意見 10 

 

⑤ 出納室は過年度の包括外部監査報告による意

見に対する措置を速やかに完遂し、その管理ル

ールの明確化の一環として実査・棚卸マニュア

ルを整備・充実すべき職責を認識する必要があ

る。【出納室】 

結果６ 

 
⑥ 実務の精度向上に向けて、現物照合の実施マニ

ュアルの改訂が望まれる。【出納室】 
意見 11 

 

⑦ 備品リストの抽出時点と現物照合の時期を一

致させることに、一定の制約があることは理解

できるが、現物照合時の業務の負担を考慮し、

備品リストの抽出時点は、現物照合の時期に近

い時点とすることが望ましい。【出納室】 

意見 12 

 

⑧ 備品整理票をはり付けることが可能なものに

もかかわらず、これをはり付けていないものが

発見された。 

結果７ 

 

⑨ 備品整理票をはり付けるか否かは現場判断に

なっていた。備品整理票が貼られていないもの

について、貼付漏れであるのか否かを客観的に

判断できない状況であるため、貼付対象備品を

規定したマニュアルを作成することが望まし

い。 

意見 13 
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⑩ 外部の任意団体の所有物を預り保管する場合

にはなお更、透明性のある管理を実践して事故

等を未然に防止しなければならないという意

識を徹底し、例えば、預り書の収受や定期的な

現物確認など、適切な管理を励行されたい。 

結果８ 

 

⑪ 予防課において、予防課内の歓送迎会の残金

3,069 円が、大金庫内の小金庫に保管されてい

た。歓送迎会会費の残金が入っていた小金庫が

破損していたこと、また、予防課の職員自身も

指摘があるまで小金庫に残金を保管していた

ことを失念していた状況であった。紛失リスク

や盗難リスクを低減するため、歓送迎会などの

会費は即時精算し、残金を持ち越さないように

し、また、公金を保管する局金庫には持ち込ま

ないことが望ましい。 

結果９ 

 ⑫ 中消防署において、公金とは別に、歴代幹部や

職員有志の拠出金、親睦会会費の残額、贈答品

（商品券等）を換金した資金などを原資とする

「雑金」が、管理簿とともに金庫内に保管され

ていた。職員に対して公金と私金の区別を周知

徹底し、公務で使用する費用について雑金から

支出をしないようにすることが必要である。 

結果 10 

 

⑬ 雑金を署内で管理する場合は、署内での管理を

なくすことを最終の着地点として、ルールに基

づく運用管理を複数人で行うことが考えられ

る。 

意見 14 

２．契約管理 １. 高機能消防指令センター機器維持管理業務委託 

 

① 令和６年度において契約金額が、年度中に増額

変更されている。これは当初更新対象としてい

なかった機器で故障が頻発し、協議のうえで当

該機器を中間更新の対象とする変更契約を事

業者と交わしたことに伴うものであるとの説

明を受けた。契約上定めのない事項について、

協議に基づき決定した場合には、どのように協

議をして決定したのか、その経緯を明確にする

ために協議記録を決裁文書に添付し文書とし

て残すことが望ましい。 

意見15 

 

② 本件契約においては、単年度契約として運用して

いるものの、システム機器の更新までは当該事業

者への委託が継続すると見込まれ、実質的に長期

の随意契約となっている可能性がある。長期継続

契約とすることにより、事務負担の軽減、サービ

スの安定確保が期待できるため、本件契約につい

ては、長期継続契約の適用も含め、契約方式の見

直しを検討することが望ましい。 

意見16 
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 ２. （仮称）東大阪市消防局・中消防署庁舎整備事業 

 

① PFI 事業については現在、多くの自治体で導入

が進んでおり、今後、様々な自治体で費用対効

果を踏まえた効果測定が実施されていくと考

えられる。本件 PFI事業も、東大阪市として初

めての PFI事業であり、今回、事後評価が初め

て実施されることから、そこから得られた結果

や知見を踏まえて、モニタリング手法の更なる

改善を図ることが望まれる。【資産経営課】 

意見 17 

 ３. 第１０分団１号車屯所建築事業 

 

① 契約事務チェックリストについて、決裁完了ま

でに複数人がチェックしているが、チェック誤

りについては見落とされていた。チェックリス

トについてより慎重なチェックを行うことに

より、チェックリストに不備が生じないように

するべきである。    

結果 11 

 ４. 東消防署他 1か所清掃管理業務委託 

 

① 業務完了報告について、完了日の記載が漏れて

いた。照合箇所の設定や照合証跡を付す等、確

認漏れが生じないような工夫をし、仕様書に記

載されているとおりの業務完了確認を遂行す

るべきである。 

結果 12 

 

② どれだけの人が就労機会に従事できたかを具

体的に把握しておくことは、定量的な効果測定

として有効であるから、業務実施日ごとの従事

人数を把握して推移を追うなどして効果を見

ることが望まれる。 

意見 18 

３.総務部 ① 「東大阪市消防職員の提案に関する規程」第 2

条による提案の状況としては、制定された平成

２１年１月から監査時点（令和７年８月）まで

の期間で２件のみにとどまっている。業務改善

へのアイデア創出の促進や職員のモチベーショ

ン向上に資するために本規程の周知徹底や改訂

をすることが望ましい。 

意見 19 

 

② 総合監察については「東大阪市消防監察規程」

第５条第１項のとおり毎年１回の実施が必要

となる。しかし、総合監察をはじめ監察そのも

のが実施された記録はなく、監察規程に従って

適切に監察を実施するべきである。 

結果 13 

 

③ 厚生会への入会について、入会や会費徴収に関

するトラブルを防止する観点から、例えば、入

会申込書の作成及び自署、「給与控除依頼書」へ

の自署等を求め、これらを入会者の意思表示が

分かる記録として残しておく等の対応を実施

することが望ましい。     

意見 20 
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④ 応募者がどのような媒体をみて採用試験を知

ったかや志望理由等申込者に対する統計を作

成し、次年度の採用活動に活かしている。しか

し、実際にどのように当該統計資料を活かし、

採用活動を行っているかが文書化されておら

ず、不明瞭となっている。統計結果について簡

潔にでも採用活動にどのように活かしたか文

書化することが望ましい。 

意見 21 

 ⑤ 今後の人口減少により指針上必要性が低下す

る不要となった署所が生じる可能性があり、ま

た地域的なアンバランスが地域特性により説

明可能な許容範囲に収まっている状況である

のかなどを、早期に把握し計画的に統廃合を検

討できるよう、定期的な配置調査を実施すべき

である。 

意見 22 

４.警防部 ① AED設置のメリット(AED利用により救命率が大

幅に改善される等)を啓発することにより、AED

の普及啓発を実施することが望ましい。 

意見 23 

 

② 物理破壊を要するような記録媒体の破棄を外

部業者に依頼する場合において、その破壊作業

に職員が立ち会わないのであれば、代えて破壊

した記録媒体の写真を受領するようにマニュ

アルを改定することが望ましい。【情報政策課】 

意見 24 

 
③ 警防訓練実施要領第 8 条に基づく訓練においても

年間の訓練計画書を作成することが望ましい。 
意見 25 

 

④ 東大阪市では防火管理者の選任率が全国平均より

も 10％ほど低い状況となっていることを踏まえる

と、現状の重大違反対象物のみならず、防火管理者

の未選任についても、システム改修時に機能面の

見直しを行い、システム上で一覧管理を行うか、重

大違反対象物のように Excel 資料等で詳細な管理

を実施すべきであると考えられる。現状の OAシス

テムでは操作性にも改善の余地があるため、シス

テム改修時に機能面の見直しを実施することも検

討されたい。 

意見 26 

 

⑤ 利用者の安全確保および地域全体の、防火意識

の向上に資する観点から寄与すること目的と

して、違反対象物の公表制度の対象範囲を拡充

し、防火管理者の未届等についても公表の対象

に含めることが望ましいと考えられる。 

意見 27 

 

⑥ 同一の所有者が複数物件を所有している際に、各

物件において違法状態があることも想定されるた

め、検査対象・頻度等を検討する際に、人を基準と

した観点を加味することが望ましい。 

意見 28 
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５.消防団 ① 分団ごとの世帯数や実員構成に大きな差異が

存在している状況を踏まえると、市の非常備消

防力が適切に設置され整備運用されているか

について、分団単位での再検討を行う必要があ

ると考えられる。 

意見 29 

 

② 延床面積 50 ㎡未満の消防団屯所のうち、耐震

性の有無を把握しているものの、計画の検討対

象外として耐震化の検討が行われていない屯

所がある。市の市有建築物耐震化整備計画の検

討対象基準に満たない施設であったとしても、

その重要性に鑑み、耐震性の検討を行い、必要

に応じて改善措置を図る必要がある。 

意見 30 

 

③ 当団の女性比率は１．８％であり、依然として

全国平均（４．０％）を下回っている。国は「第

5 次男女共同参画基本計画」（令和２年 12月 25

日閣議決定）において、消防団員に占める女性

の割合について 10％を目標としつつ、2026 年

度（令和 8年度）末まで当面５％とする目標を

掲げている。女性消防団員の登用は、国の重点

施策でもあり、消防団が有志の団体であること

を踏まえても、国の目標との整合性を図る観点

から、消防局が消防団と連携し、女性の入団促

進を支援する具体的施策を講ずることが望ま

れる。 

意見31 

 

④ システムから個人ベースでしか年間の出動実

績を出力できないため、手作業で出動実績のあ

った団員を年額報酬の支給対象者として消込

してゆく状況となっている。年額報酬支給対象

者の検証が容易となるよう、消防 OA システム

見直しの際に、出勤実績のある団員がリストア

ップできるよう検討されたい。 

意見32 

 

⑤ 消防団活動の効率化のみならず、消防局におけ

る消防団活動の効果的、効率的な管理の面から

も消防団アプリの導入を引き続き積極的に推

進されたい。 

意見33 
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Ⅲ. 消防局全体に対する結果及び意見 

① 東大阪市消防力整備計画について（結果１、意見１） 

消防局は令和２年 10 月に、令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間を計画期間

とする「第３期東大阪市消防力整備計画」（以下「整備計画」という。）を策定してい

る。 

整備計画は東大阪市第３次総合計画基本計画において定められた消防部門の施策

を効果的に実施するための個別計画であり、消防における施策の基本的方向性を明ら

かにするものである。 

また、他の関連計画等における施策や事業とも整合性を図りつつ、整備計画で定め

られた基本的な方針や方向性を踏まえ、年度ごとの詳細な計画を実施計画で策定する

とともに、実施計画以外の事業にあっては実施計画に準じた計画（消防実行計画）を

各所属において策定することとされている。 

第一次実行計画（令和３年度から令和５年度）は策定されており、令和３年度及び

４年度の実績については、各課からの報告を総務課でとりまとめている。しかし、整

備計画で定められた消防力整備推進会議における進捗確認はなされていない。 

また、令和５年度においては実績報告そのものがなされておらず、第二次実行計画

（令和６年度から令和８年度）については、実行計画自体が策定されていない。 

整備計画に基づき実行計画を策定するとともに、毎年度の実績確認を行うことは、

消防力整備の適切な推進に不可欠であるが、計画の策定、実績報告がなされていない

状況にある。 

 

 
（出典：整備計画） 
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（出典：整備計画） 

 

整備計画では、中期（令和３～７年度）と長期（令和３～１２年度）の目標設定を

行い、成果を重視した計画とすることが示されている。 

また、進行管理に関しては、PDCAサイクルに基づく評価・改善を行い、消防力整備

推進会議のもとで横断的に進行管理を実施することが定められている。しかし、監査

対象年度である令和６年度までの間、同会議において整備計画の進捗確認は一度も実

施されていない。 

 

 
（出典：整備計画） 

 

整備計画開始から４年が経過しているにもかかわらず、進捗管理が行われていない

状況は整備計画に基づく PDCA サイクルが機能していないことを意味する。整備計画

を着実に推進するためには、消防力整備推進会議を定期的に開催し、進捗状況を継続

的に確認することが必要である。（結果１） 

また、効果的な進捗管理を行うためには、目標設定をより具体的かつ測定可能なも

のとし、適切なマイルストーンを設定することが望ましい。（意見１） 
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② 女性消防吏員について（意見２） 

消防本部における女性消防吏員の採用は、昭和 44年に川崎市で始まった。 

消防分野においても女性消防吏員が増加し、活躍することにより、住民サービスの

向上及び消防組織の強化につながることが期待される。 

住民サービスの向上については、例えば、救急業務においては、女性疾病者に抵抗

感を与えずに活動できることなどが挙げられる。 

また、消防組織の強化については、男性の視点だけでなく、女性の視点が加わるこ

とにより、多様な視点でものごとを捉えることができるようになること、育児・介護

などそれぞれ異なる事情を持っていることを組織や同僚が理解し支援する組織風土

が醸成されることにより、多様なニーズに対応できる柔軟性が組織に備わっていくこ

とが挙げられる。（令和６年版消防白書より） 

 

総務省消防庁では、「消防本部における女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組の

推進について」（平成 27年７月 29日付け消防消第 149号消防庁次長通知）を発出し、

以下の取組を市町村及び各消防本部に対し要請した。 

 

１．女性消防吏員の計画的な増員の確保 

 

（１）数値目標の設定による計画的な増員 

 消防全体として、消防吏員に占める女性消防吏員の全国の比率を、令和８年度

当初までに５％に引き上げることを共通目標とする。この共通目標の達成に向

け、各消防本部においては、本部ごとの実情に応じて、数値目標を設定した上で、

計画的な増員に取り組むこと。 

 

（２）女性の採用拡大に向けた積極的な取組 

 

（ア）積極的な PR 活動の展開 

 女性消防吏員を増加させるためには、まずは消防を自らの職業として選択肢に

含める女性を大幅に増やすことが喫緊の課題であることから、各消防本部は、こ

れから社会人になる年齢層の女性に対し、具体的な業務内容や勤務条件等を含め

消防の仕事の魅力について、より積極的に PR するとともに、消防は女性が活躍

できる職場であることの理解を深めるための説明会等を行うこと。 

 

（イ）採用試験における身体的制限について 

 採用募集に際し、身長・体重等の身体的制限を設けている消防本部においては、

こうした制限が消防の職務の遂行上、必要最小限かつ社会通念からみて妥当な範

囲のものかどうか、検証の上、必要に応じて見直しを検討すること。 

 

（ウ）女性消防吏員の増加を踏まえた円滑な人事管理等の検討 

 消防は、市長部局の他の業務とは異なり、一定の隊員数で現場の部隊活動を行

うため、現場活動従事者に長期の休暇や休業を取得する職員が生じた際に、必ず

その欠けた１人を代替として補充しなければ部隊活動に支障を来すという職務

上の特殊性を有する。今後、消防本部が行う女性消防吏員の採用の大幅拡大に合

わせ、市町村においては、消防における職務上の特殊性を理解の上、適切な措置

を検討すること、具体的には想定される休業等に際し、消防力を継続的に維持で

きるような代替職員の確保等が考えられること。 
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２．適材適所を原則とした女性消防吏員の職域の拡大 

 消防業務において、法令による制限を除き、性別を理由として従事できる業務

を制限することはできないことを十分に理解し、女性消防吏員の意欲と適正に応

じた人事配置を行うこと。なお、各隊の活動水準について一定レベルを確保する

ことは必要不可欠であり、性別を問わず、各隊員がその活動に必要な能力を満た

さなければならない点に留意すること。 

 

３．ライフステージに応じた様々な配慮 

 現状においては女性消防吏員が極端に少ないこと、妊娠・出産といった母性保

護に係る配慮や、子育て期における配慮が必要であることから、女性についてラ

イフステージに応じた人事上の様々な配慮が必要であること。 

 

４．消防長等消防本部幹部職員の意識改革 

 消防長は、消防本部のトップとして消防事務を統括し、すべての消防職員を指

揮監督するなど、市町村の他の幹部職員と比較しても特に思い責任・権限を有し

ている。そのため、消防長には、女性消防吏員の活躍推進を組織的に実施してい

くための強いリーダーシップの発揮が求められる。各消防本部の消防長は、女性

の活躍推進の意義を十分に理解し、自らの責務として各種の施策を実行するこ

と。また、消防本部幹部職員に対しても、研修等により女性の活躍推進について

理解を深めるよう取組を行うこと。 

 

５．その他 

 

（１）施設・装備の改善 

 各消防本部においては、女性消防吏員の活躍の場を広げるために、消防本部・

消防署・支所等において、女性専用のトイレ、浴室、仮眠室などの施設整備を計

画的に推進すること。また、女性消防吏員の要望に応じて、女性用の被服・装備

品の導入を積極的に進めること。 

 

（２）女性の活躍情報の「見える化」の推進 

 各消防本部においては、女性割合、女性の採用者数、女性の管理職の割合及び

女性活躍推進に向けた取組状況について、ホームページに掲載するなど「見える

化」を推進すること。 

 

 

東大阪市において、令和６年４月 1日時点の女性消防職員数は 13名であり、広報、

庶務、予防、警備（消防隊及び救急隊）等、様々な業務を行っているが、消防職員 503

名に占める割合は約 2.6%であり、令和６年４月 1 日時点の全国平均 3.7%より低い水

準となっている。 

なお、直近の職員採用試験（消防職）における受験者数及び合格者数は以下のとお

りである。 
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（出典：市提供資料） 

 

東大阪市消防局においては、消防庁の数値目標である５％に引き上げるためには、

採用者に占める女性の割合を相当程度高める必要があり、現実的ではないとの判断か

ら、令和 11年度末において３％以上とする目標を定めている。 

女性消防吏員数の増加のため、女性消防士の 24 時間勤務の様子に密着した動画や

女性消防吏員ならではの仕事のやりがいや悩みなどを語るメッセージ動画等を作成

し、各種 SNSでの発信や採用説明会において放映するほか、女性消防吏員が採用広報

を行い、仕事のやりがいや悩みなどについて説明を行うなどの取組を行っている。 

 

なお、女性専用の施設・設備の状況は次のとおりであり、消防局・中消防署合同庁

舎、西消防署本署以外は女性専用の施設・設備の設置がない状況である。 

 

全体 うち女性 全体 うち女性 全体 うち女性

令和４年９月から１１月
令和５年４月採用

上級消防
29 6 2 2 2 2

令和４年９月から１１月
令和５年４月採用

初級消防
26 2 2 0 2 0

令和５年７月から８月
令和５年１０月採用

上級消防
62 0 4 0 4 0

令和５年７月から８月
令和５年１０月採用

初級消防
134 8 5 0 5 1

令和５年６月から７月
令和６年４月採用

上級消防
181 12 6 1 6 1

令和５年９月から１０月
令和６年４月採用

初級消防
134 10 4 0 4 0

令和６年６月から７月
令和７年４月採用

上級消防
140 10 4 1 3 0

令和６年９月から１０月
令和７年４月採用

初級消防
151 6 4 0 4 0

実施時期 試験区分等
受験者数 最終合格者数 採用者数
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（出典：市提供資料） 

 

総務省消防庁が、女性消防吏員を対象として実施した調査によると、現在の職

場で勤務する上で働きやすさを感じていない理由として「女性専用施設が十分に

整備されていない」との回答が最も多いという結果であり、女性専用施設の整備

が進んでいないことも、女性消防吏員が少ない要因となっている可能性もある。 

全ての庁舎に女性専用スペースを設けるとなると相当の期間を要することと思

われるが、建替え、改修時には、女性専用の設備を整備するなど、女性消防吏員

の割合を増加させる取組を進めることが望ましい。 
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③ 受援計画について（意見３） 

各都道府県は、平時から自らが被災地となる場合を想定して、都道府県内の消防機

関と協議の上、調整本部及び航空運用調整班の運営方法をはじめ、応援等の要請、指

揮体制、進出拠点、宿営場所、燃料補給基地等、緊急消防援助隊の受入れに当たって

必要な事項についての「緊急消防援助隊受援計画」を策定している。 

各消防本部についても、同様に自らの地域において、県内応援隊及び緊急消防援助

隊を受け入れるため、都道府県が策定する受援計画及び都道府県地域防災計画の内容

と整合を図りつつ、都道府県内応援隊及び緊急消防援助隊の都道府県大隊等の指揮体

制、消防機関及び関係機関との連絡体制並びに受援訓練の実施等、受入れに当たって

必要な事項を加え、受援計画を策定する必要がある。 

また、被災地は消火、救助、救急活動に追われる中、応援隊を円滑に受入れる役割

を担い、連携して活動を行う必要がある。被災した経験が少ないため、応援要請の遅

れや応援隊の受入れ等、受援に課題が生じる場合がある。受援能力向上のためには、

受援計画の策定や見直し、訓練の実施等、平時からの準備が重要である。（出典：令

和６年版消防白書） 

 

東大阪市においても、市消防局管内で、地震、水火災等による大規模な災害又は特

殊な災害が発生し、消防組織法第 39 条第２項の規定に基づく大阪府下広域消防相互

応援協定による応援又は同法第 44 条の規定に基づく緊急消防援助隊の応援等を受け

る場合において、応援隊が迅速かつ効果的に活動できる体制を確保することを目的と

して、東大阪市緊急消防援助隊等受援計画を策定している。 

 

消防組織法 

第三十九条  

市町村は、必要に応じ、消防に関し相互に応援するように努めなければならない。 

２ 市町村長は、消防の相互の応援に関して協定することができる。 

 

第四十四条 

消防庁長官は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、これらの災

害が発生した市町村（以下この条から第四十四条の三までにおいて「災害発生

市町村」という。）の消防の応援又は支援（以下「消防の応援等」という。）に

関し、当該災害発生市町村の属する都道府県の知事から要請があり、かつ、必

要があると認めるときは、当該都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該災

害発生市町村の消防の応援等のため必要な措置をとることを求めることができ

る。 

２ 消防庁長官は、前項に規定する場合において、当該災害の規模等に照らし緊急

を要し、同項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待

たないで、緊急に消防の応援等を必要とすると認められる災害発生市町村のた

め、当該災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該

必要な措置をとることを求めることができる。この場合において、消防庁長官

は、当該災害発生市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかにその旨を通

知するものとする。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定による消防庁長官の求めに応じ当該必要な措置

をとる場合において、必要があると認めるときは、その区域内の市町村の長に

対し、消防機関（第九条に規定する機関をいう。以下同じ。）の職員の応援出動

等の措置をとることを求めることができる。 
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４ 消防庁長官は、第一項又は第二項の場合において、人命の救助等のために特に

緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の措置を的確かつ迅

速にとる必要があると認められるときは、緊急に当該応援出動等の措置を必要

とすると認められる災害発生市町村のため、当該災害発生市町村以外の市町村

の長に対し、当該応援出動等の措置をとることを自ら求めることができる。こ

の場合において、消防庁長官は、第一項の場合にあつては当該応援出動等の措

置をとることを求めた市町村の属する都道府県の知事に対し、第二項の場合に

あつては当該都道府県の知事及び当該災害発生市町村の属する都道府県の知事

に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 

５ 消防庁長官は、第一項、第二項又は前項に規定する場合において、大規模地震

対策特別措置法第三条第一項に規定する地震防災対策強化地域に係る著しい地

震災害その他の大規模な災害又は毒性物質の発散その他の政令で定める原因に

より生ずる特殊な災害に対処するために特別の必要があると認められるとき

は、当該特別の必要があると認められる災害発生市町村のため、当該災害発生

市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事又は当該都道府県内の市町村の

長に対し、第四十五条第一項に規定する緊急消防援助隊（以下この条から第四

十四条の三までにおいて「緊急消防援助隊」という。）の出動のため必要な措置

をとることを指示することができる。この場合において、消防庁長官は、当該

災害発生市町村の属する都道府県の知事及び当該出動のため必要な措置をとる

ことを指示した市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかにその旨を通知

するものとする。 

６ 都道府県知事は、前項の規定による消防庁長官の指示に基づき、その区域内の

市町村の長に対し、緊急消防援助隊の出動の措置をとることを指示することが

できる。 

７ 前各項の規定は、大規模地震対策特別措置法第二条第十三号の警戒宣言が発せ

られた場合に準用する。 

８ 消防庁長官は、第一項、第二項若しくは第四項又は第五項の規定により、災害

発生市町村のため、当該災害発生市町村以外の災害発生市町村において既に行

動している緊急消防援助隊の出動のため必要な措置をとることを求め又は指示

するときは、あらかじめ、当該緊急消防援助隊が行動している災害発生市町村

（以下この項及び第四十四条の三第一項において「緊急消防援助隊行動市町村」

という。）の長及び当該緊急消防援助隊行動市町村の属する都道府県の知事の意

見を聴くものとする。ただし、当該災害の規模等に照らし緊急を要し、あらか

じめ、意見を聴くいとまがないと認められるときは、この限りでない。 
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消防庁調査における令和６年４月１日現在の受援計画の策定状況は次のとおりである。 

 

 

 
（出典：地方公共団体における業務継続計画・受援計画策定状況の調査結果より監査人が抜粋） 

 

 

東大阪市においては受援計画を策定しており、多くの項目は定めているものの、応援職員等に対して紹介できる宿泊場所として

活用可能な施設等のリスト化、及び 、受援計画に基づいた訓練の実施はできていない。他の多くの自治体においても対応できて

いない項目ではあるものの、受援計画をより実効性の高いものとするため、今後計画的に対応していくことが望ましい。 
 

 

地域防災

計画に位

置付けて

いる

独立した

計画書を

定めてい

る

その他の

既存の文

書体系の

中に定め

ている

応援職員

受入れに

関して定

めた規定

はない

今後の予

定時期

東大阪市 中核市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × ×

受援計画（応援職員受入れなど受援に関する規定）の策定状況（令和６年４月１日現在）

受援計画に基づ

いた訓練の実施

について

〇：実施してい

る

×：実施してい

ない

（１）受援計画（応援職員受入れなど受援に関する

規定）の策定状況について

①策定済み（複数選択可） ②未策定 各受援業務の担

当部署において

受援を調整する

担当者（職）

〇：定めている

×：定めていな

い

応援機関の活動

拠点・執務ス

ペース

〇：定めている

×：定めていな

い

応援職員等に対

して紹介できる

宿泊場所として

活用可能な施設

等のリスト化

〇：リスト化し

ている

×：リスト化し

ていない

（２）応援職員受入れのために定めている項目都道府県

名

市町村名

市町村区

分

庁内全体の受援

を調整する担当

部署

〇：定めている

×：定めていな

い

応援職員を受け

入れて実施する

業務

〇：定めている

×：定めていな

い

その他（定めて

いる項目の内容

を記載）
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④ コンプライアンス研修について（意見４） 

東大阪市消防局及び消防署においては、職場研修として下記の研修を実施している。 

 

 
（出典：令和６年版消防年報） 

 

令和６年の研修のうち、消防局コンプライアンス研修については、管理職を対象に

して実施している。対象者は 38 名であるが、外部から講師を招いて１回のみ実施し

たため、日程の都合上参加者は 33 名となり、５名が参加できていない。また、これ

とは別に若年層向けにハラスメント研修（表中「職場集合研修」に含まれる。）を行

っているものの、対象者 136名のうち受講者は 128名となっている。 

そして、管理職にも若年層にも該当しない職員 348名については、これらの研修対

象者には含まれていない。 

令和２年度から令和６年度までの５年間において、ハラスメント事例は７件発生し

ており懲戒処分を受けた者も含まれている。また、令和７年８月には、複数の部下ら

に暴言を吐くなどして停職処分を受けた事例や、部下の側頭部を蹴るなどして減給処

分を受けた事例も発生している。 
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（出典：令和７年８月２６日 市の報道提供資料（消防職員の懲戒処分について）より監査人が要約） 

 

 

この点、コンプライアンス研修について、対象者を管理職や若年層に限定するので

はなく、全職員を対象として実施することが望ましい。また、研修の実施回数を増や

す、又は、当日参加できない職員に対しても、研修の動画を後日閲覧できるようにす

る、あるいは別途研修用の DVDを閲覧できるようにするなど、研修対象者が研修を受

講できる機会を確保するための取組を実施することが望ましい。 

なお、令和７年度においては、ハラスメント対策研修を全職員を対象に企画し、対

面受講できなかった職員に対しても動画視聴による研修受講を通知することに全職

員が受講できるように計画・実施されているとのことである。 

 

⑤ 防火協力会及び防火協力会連絡協議会について（意見５、６、７） 

東大阪市においては、東大阪市東防火協力会、東大阪市中防火協力会、東大阪市西

防火協力会が存在しており、各防火協力会においては、会員の会費及びその他の収入

をもって運営資金に充てることとされている。また各防火協力会より選出された役員

をもって組織される東大阪市防火協力会連絡協議会（以下「連絡協議会」）が存在し

ており、連絡協議会では各防火協力会からの委託事業分担金その他の収入をもって運

営資金に充てることとされている。 

 

東大阪市西防火協力会規約 

第２章 目的及び事業 

 

第３条 本会は、東大阪市管内の無火災を目標に、自主積極的に火災予防の徹底強

化を図り、市民の警火思想の普及、併せて東大阪市西消防署及び消防局の各般の施

策の推進に協力することをもって目的とする。 

 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）火災予防宣伝 

（２）防火安全及び危険物災害防止の知識の普及 

（３）部会の育成 

（４）消防関係法規の周知徹底 

（５）消防力の強化並びに消防研究に対する協力 

No 事案 被処分者（階級） 処分理由

1 複数の職員への暴行行為等 消防司令
部下職員に対する

パワーハラスメント

消防司令
部下職員に対する

パワーハラスメント

消防司令補・主査

【事案発生時：消防監・署長】
管理監督責任

消防司令長・副署長 管理監督責任

消防司令長・警備司令長 管理監督責任

消防司令・警備司令

【事案発生時：消防司令・警備司令】
管理監督責任

3 後輩職員への暴力行為 消防士長
後輩職員に対する

パワーハラスメント

4
部下職員への

セクシュアルハラスメント
消防司令長

部下職員に対する

セクシュアルハラスメント

部下職員への訓練中の暴力行為2
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（６）消防業務に功績のあった者に対する表彰 

（７）会員相互の親睦 

（８）その他必要と認める事項 

 

第３章 会員 

第５条 本会は、第３条の目的に賛同する企業若しくは団体等をもって組織する。 

 

・・・ 

第４章 組織及び役員 

 

第 10条 本会に次の役員を置く。 

（１） 会長    １名 

（２） 副会長   ３名 

（３） 常任理事 若干名 

（４） 会計理事  ２名 

（５） 監事    ２名 

（６） 理事   若干名 

 

第 11条 役員の選任は、次によるものとする。 

（１） 会長は、総会において承認された者とする。 

（２） 副会長、会計理事、監事は、常任理事の中から会長が指名し、総会の承認

後、委嘱する。 

（３） 常任理事は、理事の中から会長が指名し、総会の承認後、委嘱する。 

（４） 理事は、本会への貢献度等を考慮して会長が指名し、総会の承認後、委嘱

する。 

 

第 14条 会長は会議の議長であり、本会を代表して一切の事務を統括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

３ 常任理事は、第 16条における会議に出席して会務を審議する。 

４ 会計理事は、本会の会計を管理する。 

５ 監事は、本会の事務事業執行に関すること及び会計を監査する。 

６ 理事は、第 16 条第３号に掲げる会議に出席して会務を審議する。 

 

第６章 会計 

第 22 条 本会の運営資金は、会費及びその他の収入をもってこれに充てるものと

する。 
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東大阪市防火協力会連絡協議会規約 

第１章 総則 

第１条 この会は、東大阪市防火協力会連絡協議会と称する。 

第２条 この会の事務局は、東大阪市内で総会の定めるところに置く。 

 

第２章 目的及び事業 

第３条 この会は、東大阪市内の無火災を目標に市民の警火思想の普及及び自主積

極的な火災予防の徹底強化を図り、併せて東大阪市消防局各般の施策推進に協力す

ることをもって目的とする。 

第４条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１） 火災予防の啓蒙 

（２） 危険物災害防止の指導 

（３） 消防関係法規の周知徹底 

（４） 消防力の強化及び研究に対する協力 

（５） 消防業務に関する功労者の表彰 

（６） 消防職員の福利厚生の助成 

（７）会員相互の親睦 

（８） その他必要と認める事項 

 

第３章 組織及び役員 

第５条 この会は、東大阪市東防火協力会、中防火協力会及び西防火協力会（以下

「各協力会」という。）より選出された役員をもって組織する。 

第６条 この会に次の役員を置く。 

会長 １名 

副会長 ２名又は３名 

会計理事 １名 

監事 ２名 

理事 若干名 

２ この会に顧問又は相談役を置くことができる。 

第７条 役員の選任は次によるものとする。 

（１） 会長は、各協力会の会長が互選する。ただし、各協力会の会長の合意に基

づき、特に推薦があった場合は、他の役員を選任することができる。 

（２） 副会長は、会長以外の各協力会の会長とする。ただし、前号ただし書の場

合は、各協力会の会長とする。 

（３） 会計理事、監事及び理事は会長が指名し委嘱する。 

（４） 顧問及び相談役は、この会の発展に功労があった会長が退任した場合、第

11条第 1 項第２号に掲げる特別委員会の推薦により会長が委嘱する。 

第８条 役員の任期は２年とする。ただし、留任は妨げない。 

第９条 役員に欠員が生じた場合の役員の任期は、当該役員の残任期間とする。 

 

・・・ 

第 10条 会長は、この会を代表して会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

３ 会計理事は、この会の会計を管理する。 
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４ 監事は、この会の会計を監査する。    

 

・・・ 

第５章 委託事業分担金 

第 16 条 この会の運営資金は、各協力会より特別役員会で定める年度ごとの委託

事業分担金その他の収入をもってこれに充てる。 

 

 

連絡協議会に関しては、その現金管理、帳簿記録を消防局にて実施していたが、令

和５年２月に連絡協議会の現金を紛失するという事案があった。 

金庫に保管していたものの施錠管理が十分でなく、「任意団体の会計事務取扱マニ

ュアル」が事案発生前の令和４年７月に内部統制推進室より通知されていたにも関わ

らず、当該事案の預り金については準公金ではなく私金であるとの独自の認識理由か

ら、同マニュアルに基づいた会計事務を履行しておらず、現金出納簿の金額と現金の

突合を行わないまま現金出納簿に確認印を押印していたものである。 

当該事案を受けて、令和６年度から消防局は現金管理、帳簿記録に関与せず、当該

事務については、連絡協議会が委託する第三者にて行うこととされている。 

当該事案に関しては、警察による捜査結果等を踏まえ、市としての事実関係の確認

を行い、当該現金を取り扱っていた職員及び管理していた職員に対し、消防局長名に

より処分等を行っているものの、当該事案を受けた課題整理や改善提案を内部報告書

として取りまとめたり、改善策の起案等は行っていないとのことである。 

このような重大な事案が発生した際には、事案に係る事実確認をもとに原因分析を

通じて課題整理をするとともに改善策をとりまとめ、これを組織内で共有して実行し、

達成度合いを継続的に時系列で評価する進捗管理が必要である。そうした対応が、例

えば監察（内部監査）の実施というような形で自律的に行われなかったことは組織的

な大きな課題であり、課題認識の感度と適応力を高めるよう、組織の人事的な見直し

や監察（内部監査）制度の再定義と実践も含めた組織風土改革に取り組むことが、非

常に強く望まれる。（意見５） 

 

過去より、市民用広報物品等について、連絡協議会の資金により調達することがあ

る。 

令和６年度における手続きとしては、事前に連絡協議会及び消防局内で決裁をとっ

たうえで、消防局から発注し、消防局において現物を受領、納品書・請求書を連絡協

議会事務局に送付し、連絡協議会事務局から支払うという流れであった。 

この点について、令和７年度より、消防局と連絡協議会事務局とで調整の上、連絡

協議会から、寄付収受申込書を受領し、消防局内で寄附決定起案を経て寄附物品の受

領を行う流れへと変更されている。 

西消防署と西防火協力会との関係においても同様の状況である。 

中消防署においては、中防火協力会において対応できる人員がいないことを踏まえ、

通帳・印鑑の管理及び帳簿記録を中消防署において実施している。 

支出の際は、防火協力会会長に電話等で確認を行った後、支出伺いにより消防署内

の決裁を経て消防署が発注を行っているとのことである。 

しかしながら、支出に際して防火協力会会長から都度、電話での口頭承認を得たこ

とは支出伺い上明確にはなっておらず、承認を得たことを明確にするために、支出伺

い上その日時、旨を記載する、あるいは、メールで承認をもらうなど、承認関係を明

確にすることが望ましい。（意見６） 
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なお、東消防署と東防火協力会の関係においても同様の状況である。 

中・東の両消防署において、防火協力会の通帳・印鑑の管理や帳簿記録を行ってい

ることについては、防火協力会は地域防災に不可欠な存在であり、良好な協働関係を

維持することも重要であり、「事務分掌」に定められている「コ 消防協力団体に関

すること」に該当し特段の問題はないとのことである。 

しかし、一方で、任意団体の会計処理マニュアルにおいても、３．所属長の責務と

して「③所属長は、任意団体の運営の自立や自主運営能力の育成等により、任意団体

へ会計事務を引き継ぐよう絶えず務めること」とされている。 

これは、消防署員が任意団体の会計事務を行うと、過去に発生した現金紛失事案の

ようなリスクを負うとともに、当該業務がなければ、関与する署員が他の業務に充て

られる時間を当該業務に充てることになってしまうため、できる限り任意団体へ会計

事務を引き継ぐべき、との考え方によっているものと考えられる。 

連絡協議会や西防火協力会においては、会計事務を引き継いで自主管理していると

いう事例もあることから、中・東の両防火協力会への業務の引継ぎについても、今後

３年程度を目途に防火協力会が規約に沿って完全に自主運営するように、消防局とし

て真摯に継続的に要請・尽力することが望ましい。（意見７） 

例えば、第 1段階として、署が印鑑と通帳を同時保管することによって防火協力会

の口座管理をしている現状から、防火協力会自身が口座管理をする体制へ速やかに移

行し、その後、第 2段階として小口現金管理や帳簿管理も防火協力会にて管理する体

制へとするなど、段階的に業務の引継ぎを行うことも考えられる。 

連絡協議会及び各防火協力会における統制強化・事務効率化の一環として、例えば、

中防火協力会と東防火協力会の事務を西防火協力会事務局にてまとめて実施しても

らう、あるいは、３防火協力会の事務を連絡協議会事務局にまとめてもらうというこ

とも、一案として消防局から提案するに値しないか検討いただきたい。 

 

 

 

  



 

44 

（任意団体の会計事務取扱マニュアル） 
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⑥ 防火協力会の懇親会への参加について（結果２） 

１. 事実関係 

中消防署の署長 1 名、副署長 2名、警備司令長１名の計 4名が防火協力会の研修及

び懇親会に参加していた。 

懇親会の費用は一人当たり 12,000 円程度であったところ、署長は防火協力会から

請求のあった 10,000 円を自己負担していたが、その他署員 3 名は費用を負担してい

なかった。 

この点について中消防署からは、当該 3 名は中防火協力会規約に基づく事務局員

として運営に従事しており、会費負担の対象外として取り扱っていたとの説明を受け

た。 

 

２. 職員倫理制度の規定 

東大阪市では、職員が市民全体の奉仕者として公正な職務執行を行うことを確保す

るため、「東大阪市職員倫理条例」及び「東大阪市職員倫理規則」を定めている。 

倫理規則第３条第３号では「立入検査、監査又は監察を受ける事業者等」を利害関

係者として規定しており、また、同規則第４条第６号では、職員が利害関係者から供

応接待を受けることを禁止している。 

さらに、倫理条例第６条では、職員が事業者等から金銭その他の財産上の利益（供

応接待を含む）を受けた場合には、一定額を超えるとき、贈与等報告書を任命権者に

提出しなければならない旨が規定されている。 

 

３. 利害関係者に該当するかどうかの検討 

利害関係者に該当するかどうかについて、中防火協力会は、防火・防災活動に協力

いただいている団体であり、倫理規則３条の典型的な利害関係者には該当しないとの

説明を受けた。 

中防火協力会自体は立入検査等を受ける事業者ではないものの、防火協力会の会員

には消防局の立入検査等の対象となる東大阪市に所在する企業が多く含まれる。この

ような団体から供応接待を受けることは、職員倫理規則の趣旨である「市民の疑惑や

不信を招く行為の防止」という観点から適切性に欠け、利害関係者との関係性が潜在

的に存在すると評価せざるを得ない。防火協力会は利害関係者に準ずるものとして整

理すべきである。 

 

４. 職員倫理条例等に則した事前の相談・許可申請等の実施を通じた倫理の実践につ

いて 

費用を負担していない３名の職員については、防火協力会から供応接待に相当する

利益を受けたものと考えられる。この点について、当該職員は防火協力会の事務局員

としての立場で参加していることから、利害関係者性の有無や供応接待の該当性につ

いて認識していなかったと説明を受けた。 

防火協力会の事務局員という立場で参加していたとしても、身分は市の職員である

ことに変わりはないことから、防火協力会から部分的であっても供応を受けて懇親会

に参加することは、職員倫理規則第４条第６号の禁止行為に抵触するおそれが懸念さ

れるべきことと認識して、少なくとも事前に倫理監督者に相談すべきであった。より

本来的には、利害関係者との懇親として自己負担を前提に、倫理監督者の許可を事前

に得るべく申請すべきであったし、今後はそうした感覚をもって職員倫理条例・規則

に則した倫理の実践に心がけることが必要である。（結果２） 
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なお、倫理監督者の実効性を高めるために、当面の間、消防局の倫理監督者に許可

を求める際には、合議先として市長部局の管理職を加えることも一案として考えられ

る。 

  

【東大阪市職員倫理条例】 

（職員が遵守すべき職務に係る倫理原則） 

第３条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者では

ないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取

扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執

行に当たらなければならない。 

２ 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自ら

の属する組織のための私的利益のために用いてはならない。 

３ 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の

行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くよ

うな行為をしてはならない。 

 

（贈与等の報告） 

第６条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは

供応接待（以下「贈与等」という。）を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関

係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として職員倫理規則で定める報酬の

支払を受けたとき（当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

が職員倫理規則で定める額を超える場合に限る。）は、職員倫理規則で定める期間

内に贈与等報告書を任命権者に提出しなければならない。 

 

【東大阪市職員倫理規則】 

（利害関係者） 

第３条 条例第４条第１項に規定する利害関係者とは、職員が職務として携わる次

の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、職員の職

務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務

に関する者として任命権者（条例第２条第１項第２号に規定する任命権者をいう。

以下同じ。）が定める者を除く。 

(３) 立入検査、監査又は監察（法令（東大阪市行政手続条例第２条第１号に規

定する法令をいう。）の規定に基づき行われるものに限る。以下この号に

おいて「検査等」という。）をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は

特定個人 

 

（禁止行為） 

第４条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。 

(６) 利害関係者から供応接待を受けること。 

(７) 利害関係者と共に飲食をすること。 

２ 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。 

(８) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務と

して出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以

外の飲食（夜間におけるものに限る。）にあっては、倫理監督者（条例第 10

条第１項の倫理監督者をいう。以下同じ。）が、公正な職務の執行に対する

市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。 
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⑦ 救急体制について（意見８） 

１. 全国における救急業務の現況 

令和５年中の救急自動車による全国の救急出動件数は、763万 8,558件となってお

り、１日平均では約 2万 928件で、平均すると約 4.1秒に１回の割合で救急自動車が

出動したことになる。また、救急自動車による搬送人員は、664万 1,420人となって

いる。これは国民の延べ 19 人に１人が救急自動車によって搬送されたことになる。

令和５年の救急自動車による全国の救急出動件数や搬送人員は集計を開始した昭和

38年以降、最多となった。さらに、現場到着所要時間（119番通報を受けてから現場

に到着するまでに要した時間）の平均は約 10.0 分（前年約 10.3 分）となっており、

新型コロナウイルス感染症禍（以下、本特集において「新型コロナ禍」という。）前

の令和元年と比べ、約 1.3分延伸している。また、病院収容所要時間（119番通報を

受けてから医師に引き継ぐまでに要した時間）の平均は約 45.6 分（前年約 47.2 分）

となっており、新型コロナ禍前の令和元年と比べ、約 6.1分延伸している。 

救急需要増大の要因の一つとして、高齢化の進展が挙げられる。令和５年中の搬送

人員に占める高齢者の割合は 61.6％となっており、高齢者の約９人に１人が搬送さ

れていることになる。（出典：令和６年版 消防白書） 
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２. 市における救急の現況 

令和６年中の救急出動件数は 38,530件（対前年比 1,175件増）、搬送人員は

33,763人（対前年比 1,586人増）であった。 

救急車は 13分 42 秒に 1回出動しており、市民の 14.1人に１人が搬送された計算

となるなど、救急需要は引き続き増加傾向にある。 

 

 
（出典：令和６年版 消防年報） 
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（出典：令和６年版 消防年報） 

 

市の救急隊は 12隊で運用されているが、消防力整備指針（平成 12年消防庁告示第

１号）第 13条第 1項の規定に基づく基準隊数は 13隊となり、基準を１隊下回ってい

る。 

基準未達となっている理由は、現状の救急需要や庁舎の整備状況等、複合的であり、

特定の要因に集約できるものではないと説明を受けた。 

過去 10 年間の救急活動状況は下記のとおりであり、人口は減少傾向にある一方、

出動件数・搬送人員は一貫して増加しており、救急需要の構造的な高まりが認められ

る。また、これまでに適宜の増隊が行われてきたものの、現状では基準隊数を下回る

状態が続いている。人口規模や救急需要の推移を踏まえると、現行体制のままでは現

場到着所要時間に影響を及ぼす可能性がある。したがって、救急体制の確保・強化に

向け、救急需要の分析を継続するとともに、基準隊数との乖離を解消する観点から、

増隊の必要性や時期について、計画的に検討を進めることが望まれる。 
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（出典：令和６年版消防年報） 

 

（消防力整備指針） 

（救急自動車） 

第十三条 消防本部又は署所に配置する救急自動車の数は、人口十万以下の消防本

部又は署所にあってはおおむね人口二万ごとに一台を基準とし、人口十万を超える

消防本部又は署所にあっては五台に人口十万を超える人口についておおむね人口

五万ごとに一台を加算した台数を基準として、当該市町村の昼間人口、高齢化の状

況、救急業務に係る出動の状況等を勘案した数とする。 

２ 前項の規定による救急自動車は、消防本部又は署所が管理するものとする。 

（救急隊の隊員） 

第二十八条 消防法施行令第四十四条第一項に規定する救急隊の救急自動車に搭

乗する救急隊員の数は、救急自動車一台につき三人とする。ただし、傷病者を一の

医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって、これらの医療機関に勤務する

医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗しているときは、救急

自動車一台につき二人とすることができる。 

２ 消防法施行令第四十四条第二項に規定する救急隊の救急自動車に搭乗する隊員

の数は、救急隊員二人及び准救急隊員一人とする。 

３ 救急業務の対象となる事案が特に多い地域においては、地域の実情に応じて前

二項の規定による救急自動車に搭乗する救急隊の隊員の代替要員を確保するも

のとする。 

４ 救急用航空機に搭乗する救急隊員の数は、救急用航空機一機につき二人とする。 

５ 第一項及び第二項の規定による救急自動車に搭乗する救急隊員のうち、一人は、

消防士長以上の階級にある者とするものとする。 

６ 第一項及び第二項の規定による救急自動車並びに第四項の規定による救急用航

空機に搭乗する救急隊の隊員のうち、一人以上は、救急救命士とするものとす

る。 
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また救急隊員数は令和６年度において 108 名である。 

一方、消防力整備指針（平成 12年消防庁告示第１号）第 28条の規定に基づく基

準は 108人となり、基準と同水準となっている。 

 

近年において救急需要が増大していることに対して、消防局では下記のとおりの

課題認識をもとに取組を行っている。 

 

＜救急体制について＞ 

【課題認識】 

救急出動件数の増加によって救急活動時間が延伸するなど救急体制に影響を及ぼ

すため、現有の体制でより効率的な運用を図るとともに、医療機関をはじめ関係機

関との連携をより一層強化していく必要があると認識している。 

【取組状況】 

・ マイナ救急実証実験への参加など DX化について検討 

・ 効率的な救急活動について検討し救急隊間で共有 

・ 市立東大阪医療センターをはじめ救急医療機関、関係部局とともに「救急搬送

患者の受入れ確保について」継続して検討、協議している。 

 

＜適正利用を促進するという観点＞ 

【課題認識】 

不要不急の救急要請を控えることだけが適正利用の促進ではなく、緊急の症状を

見逃さず、迷わずすぐに救急車を呼ぶことなど適時適切な救急車利用への理解が必

要であると認識している。 

【取組状況】 

・ SNSや市政だより、J-COM など様々媒体を利用した広報 

・ 救急車を呼ぶ事態を未然に防ぐ予防救急について、地域包括支援センター、老

人クラブ等を対象とした予防救急講習を開催 

・ 応急手当普及啓発事業（市民や各事業所等での救命講習開催） 
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⑧ 消防局の組織風土改革に向けた人事交流について（意見９）  

消防職員の人材育成については、平成 30 年 4月にその基本方針（「東大阪市消防局

人材育成基本方針」以下、局人材育成基本方針という。）が示されている。それまでの

10年間、大量退職と大量採用によって消防職員の約半数が入れ替わり、計画的な人材

育成によって新しい組織風土を醸成する転換期にあると認識されたことが背景にあ

る。 

  

【平成 30年 4月 1日現在の人員構成（総員 495名）】 

 
（出典：東大阪消防局人材育成基本方針（平成 30 年 4 月）から抜粋） 

  

令和 7年 4月 1日現在の人員構成は、総員 513名中、20代までの職員 14％、30代

46％、40 代 31％、50 代以上 8％であり、平成 30 年 4 月に比して 40 代職員の構成割

合が 20％程度増え、20代までの職員については 20％程度減っている。 
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【令和７年 4月 1日現在の年齢別人員構成】 

 
（出典：令和６年版消防年報（東大阪市消防局））  
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では、こうした人員構成の変化とともに、「新しい組織風土は醸成」されたのか。

局人材育成方針を見ると、「日常業務を通じて知識、意識、技能及び態度について指

導するＯＪＴ（職場内研修）が人材育成の基盤となる」とすると同時に、「一方で、

ＯＪＴは、消防活動訓練や部下職員の実務能力向上には適しているが、社会の変化と

技術の進展のスピードに伴う消防行政事務の高度化、専門化、ＩＣＴの進展にはＯＪ

Ｔのみでは対応できない」との認識も示されている。職場内研修が指すところの職場

は市消防局内と定義されており、職場外研修としては、総務省消防庁消防大学校や大

阪府立消防学校、市本庁で実施する研修などが挙げられている。 

そして、こうした職場外研修の延長として、職場外への職員出向、人事交流も行わ

れてきた。幹部教育を担う消防大学校や消防学校、業務関連性の高い市危機管理室へ

の出向が大半を占める。 

  

【平成 26年以降の出向実績】 

 

 
 

  

消防職員は、使命感が高く現場第一主義である。現場に駆けつけて市民と自身の命

を守るために、隊の組織力を最大限に発揮する必要性から、一致団結が非常に重視さ

れる。これは職責上、当然のことである。  

ただ、その特性から組織全般に自己完結・上意下達の徹底が志向されるあまりか、

あるいは社会の変化への適応性を備えるに十分でなかったためか、社会的な期待水

準・許容水準から大きく逸脱した事案が、上述したようについ最近まで見受けられて

いるのも事実である。  

これには組織自身による反省と改革を要することはもちろん、「新たな組織風土の

醸成」を推進する施策としては、組織外との人事交流をこれまで以上に深めることが

考えられる。現場重視の消防職員が、組織マネジメントを学び、現場から一定の距離
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を置いて社会の変化に適応できる組織化に向けたマネジメントを実践するには、理念

や規範に関する座学だけでは足りず、外部からマネジメント人材を招き、あるいはマ

ネジメントを担う（候補）者を一定期間外部に派遣・出向等することが効果的ではあ

るが、これまでの出向実績の効果を勘案すると、消防業務との直接的業務関連性を超

えた外部、現実的には市長部局（危機管理室を除く。）との継続的かつ中長期的な人

事交流、しかも局管理層の一定割合を占める程度の規模の人事交流を要する状況では

ないかと思料する。  

消防職員においても、年単位で市長部局に属してこれまでとは異なる組織風土や情

報共有・伝達の在り方に接することで、企画や調達、財務など実務面でのスキルアッ

プのみならず、消防局の組織運営・マネジメントについて自ら考え試行錯誤する機会

と刺激を受けて、本人のキャリア形成に大いに寄与するものと考えらえる。特に消防

局（総務部、警防部）に配属されて管理監督の任に就く職員には、一定期間の出向を

義務付けることも一案であろう。 

 

Ⅳ.各業務に関する結果及び意見 

１. 財産管理に係る監査の結果及び意見 

① 「金銭出納帳」の収入日の誤りについて（結果３） 

東大阪市消防局が作成している資金前渡事務マニュアル「11 金銭出納帳への記帳

について」によると、「金銭出納帳」に記載する収入日は、資金前渡口座に前渡資金

が振り込まれた日付である。これは、東大阪市から資金前渡口座に入金がされた時点

で、その前渡資金は東大阪市消防局の管理下に入り、管理責任が東大阪市消防局に移

転するため、そのタイミングで「金銭出納帳」に記帳することで、適切な管理がされ

ることを目的としている。 

一方、予防課においては、前渡資金である駐車場借上料が、令和 6年 11月 27日に

資金前渡口座に 1,000 円振り込まれていたが、同日には「金銭出納帳」に記帳してい

なかった。実際には、資金前渡口座から引き出し使用した令和 6 年 12月 10日に、は

じめて 1,000 円の収入として記帳するとともに、同日に駐車場借上料としての支出

200円及び 220円を「金銭出納帳」に記帳していた。 

このように口座への入金日付にて収入の事実を「金銭出納帳」に記帳していない場

合、当該前渡資金が東大阪市消防局の管理下にあることが「金銭出納帳」上で確認で

きないこととなり、資金管理の適正性が損なわれるおそれがある。 

資金前渡事務マニュアルに従い、入金日に収入を記帳するなど、適切な前渡資金管

理を徹底されたい。 
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（資金前渡事務マニュアル） 
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② 前渡資金に係る 「金銭出納帳」の記帳と現金の記帳管理 について（結果４） 

総務課が取り扱う前渡資金（消防団交際費）について、監査人が令和 7 年 8 月 28

日に金庫内の現金有高を実査するとともに「金銭出納帳」の記帳内容を閲覧したとこ

ろ、以下のとおりであった。 

 

・ 「金銭出納帳」残高（最終記帳日：令和 7年 7月 31日）：10,000円 

・ 総務課の金庫内の現金有高は 5,000 円 

 

総務課では、７月末の前渡資金残高 10,000 円（7月分 5,000円と 8月分 5,000円）

のうち７月分 5,000円を前渡資金の戻入として 8月 20日に東大阪市の口座に振り込

んでおり、その際に「返納通知書・領収証書」を受け取っている。よって資金前渡事

務マニュアル「11 金銭出納帳への記帳について」に従えば、8月 20日に戻入の事実

を「金銭出納帳」に記帳する必要がある。 

しかし、総務課の担当者は、振り込んだ後に金融機関での入金処理完了後に交付さ

れる「収納済み通知書」を受領した時点で記帳するものと、誤って認識していた。そ

の認識のもと、8 月 28 日時点ではその「収納済み通知書」を受領していなかったこ

とから、「金銭出納帳」に戻入の事実を記帳しておらず、その後、「収納済み通知書」

を受領したタイミングで、8 月 20 日の日付をもって 7 月分前渡資金の戻入 5,000 円

を記帳していた。 

その結果として、8 月 28 日時点では「金銭出納帳」に 5,000 円の戻入出金の事実

が記帳されておらず、金庫内の現金有高が正しいのか、「金銭出納帳」の残高とどの

ように整合しているのかが判然としない状況であった。 

 

（返納通知書・領収証書） 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

61 

（消防団交際費分「金銭出納帳」の該当ページ） 

 

 

 
 

戻入出金の記帳が遅れていたことは一つの反省点であるが、もう一つの課題とし

て、金庫に保管されていた現金そのものの受払残高が記録管理されていなかったこ

とが挙げられる。 

この背景として考えられるのは、前渡資金は支払時まで口座に預けておくべきも

の、すなわち口座から引き出して現金化したら直ちに支払いに充てるべきことが原

則であり、実際の支払前に月次分全額を口座から引き出しておいて当月中に生じた

必要の都度支払いに充てる、結果として 1か月程度に亘り未使用現金を保管すると

いうような実務については、例外的な取扱いとして位置付けられ、これをどのよう

に記帳・管理するのか、具体的な手法・設例が示されていないということである。

東大阪市出納室の公金取扱いマニュアルには、現金の出し入れの日ごとに記帳する

現金出納簿を備えるべき旨が示されているのみである。 

今回の消防団交際費は、財務規則第 41 条第 1 項第 2 号に規定される「交際費又

はこれに類する経費」であり、慶弔金支払にも備えた前渡資金として、必要時に速

やかに対応できるよう、例外的な取扱いとしての現金保管が恒常化していたもので

ある。 

 

以上のように、金庫内で現金を保管する場合には、現行のままの「金銭出納帳」の

みでは管理できず、前渡資金の適切な管理ができないことに繋がる。今後の対応とし

ては、現行の「金銭出納帳」に 金庫内現金の管理簿としての機能も追加することが

実務的で有益である。具体的には、現在の資金前渡事務マニュアルに従い記帳してい

る「金銭出納帳」に、実際の現金の入出金及びその時点の現金残高を併記して、消防

局が管理する前渡資金の残高とその一部である金庫内保管している現金残高とをそ

れぞれ把握管理する必要がある。 
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今回のケースに当てはめてみると、まず収入については、７月分の消防団交際費が

資金前渡口座に入金された取引（7月 2日付）を、その入金を確認できた 7月 4日に

「金銭出納帳」に記帳する（7月 2日付 収入金額 5,000円）。 

 

同時に、資金前渡口座から引き出して総務課の金庫に保管した日（7 月 4 日）に、

「7月 4日付 資金移動：預金残高 0円、金庫内残高 5,000円」を記載する。そして

金庫内現金残高があるべき前渡資金の現金保有額と一致することを確認する。 

未使用前渡資金（現金）の戻入については、金庫から持ち出して東大阪市に振り込

んだ当日（8月 20日）に、「金銭出納帳」に支払金額 5,000円の記帳をする。合わせ

て金庫内現金残高についても記載する。 

そうすることで、資金前渡事務マニュアルの目的と、公金取扱いマニュアルの目的

の両方に即した適切な管理をすることができる。 

 

（現状の「金銭出納帳」の作成方法で該当部分のみ監査人が作成） 

 
 

（金庫内現金の管理も含んだ「前渡資金管理簿」の記載例） 

 

その１ 

 
 

その２ 

 
  



 

63 

（公金取扱いマニュアル） 

 

 
なお、総務課においては、上記の消防団交際費のほかに、消防局交際費についても

毎月次 11,000 円の毎資金前渡を受けている。ただし、消防局交際費の最終使用年月

は平成 31年 4月、消防団交際費の最終使用年月は平成 30年 6月であり、それ以降は

経費支出に充てられることなく毎月次に資金前渡とその戻入が繰り返されている。 

具体的な使用見込みがない段階で資金前渡を受けることについては議論のあると

ころであるが、慶弔に備えたものであり、長期に亘り使用実績がない、あるいは具体

的な使用時期が分からないとしても、常に備え置いておく必要性については理解しう

るものであるから、実務上は適切な管理のもとに一定、許容されうる余地はあろう。  
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（地方自治法施行令） 

（資金前渡） 

第百六十一条 次に掲げる経費については、当該普通地方公共団体の職員をして

現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。 

一 外国において支払をする経費 

二 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費 

三 船舶に属する経費 

四 給与その他の給付 

五 地方債の元利償還金 

六 諸払戻金及びこれに係る還付加算金 

七 報償金その他これに類する経費 

八 社会保険料 

九 官公署に対して支払う経費 

十 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費 

十一 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費 

十二 非常災害のため即時支払を必要とする経費 

十三 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費 

十四 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費 

十五 前二号に掲げる経費のほか、二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若

しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単

価又は一月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団

体の規則で定めるものに基づき支払をする経費 

十六 犯罪の捜査若しくは犯則の調査又は被収容者若しくは被疑者の護送に要す

る経費 

十七 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の

取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの 

２ 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、前項の

例により、その資金（当該払戻金に係る還付加算金を含む。）を前渡すること

ができる。 

３ 前二項の規定による資金の前渡は、特に必要があるときは、他の普通地方公

共団体の職員に対してもこれをすることができる。 
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（財務規則） 

（資金前渡の範囲） 

第 41条 令第 161 条第１項第１号から第 16号まで及び第２項に掲げる経費のほ

か、次の各号に掲げる経費については、主管の課長又はこれと同等の職にある者

に資金の前渡をすることができる。ただし、市長が特に必要があると認めるとき

は、他の職員又は他の地方公共団体の職員に対しても資金の前渡をすることがで

きる。 

(１) 国民健康保険給付金 

(２) 交際費又はこれに類する経費 

(３) 有料の道路、橋りょう、駐車場等の利用に要する経費 

(４) 土地買収費、補償金、その他これに類する経費 

(５) 賃金の支払に要する経費 

(６) 自動車、会場その他物件の借上げに要する経費 

(７) 火災保険料、自動車損害賠償責任保険料その他これらに類する経費 

(８) 奨学資金貸付金、国民健康保険高額療養費貸付金、同和更生資金貸付金そ

の他これらに類する経費 

(９) 消防団員等の公務災害に係る補償金 

(10) 賠償金 

(11) 借地料 

(12) 食糧費 

(13) 供託金 

(14) 通信運搬費 

(15) 浄化槽清掃作業費用助成金及び浄化槽清掃経費補助金 

(16) 実験、検査、実習、講習及び訓練のために購入する物品に要する経費 

(17) 講習会等の参加費、資料代その他これらに類する経費 

(18) 検査に要する経費、登録手数料その他これらに類する経費 

(19) 支払場所その他住民の利便のため、市長が必要と認める資金又は経費 

２ 常時の費用に係る資金については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内

において前渡するものとし、随時の費用に係る資金については、そのつど前

渡するものとする。 

３ 資金の前渡は、口座振込により行うものとする。ただし、会計管理者が特に

必要と認めた資金については、この限りでない。 

（前渡資金の保管） 

第 42 条 資金の前渡を受けた者（以下「資金前渡職員」という。）は、前渡を受

けた資金（以下「前渡資金」という。）を金融機関に預け入れなければならない。

ただし、直ちに支払うとき、その他特別の理由があるときは、預入れ以外の確実

な方法により前渡資金の保管の安全を図らなければならない。 

２ 前項本文の規定により前渡資金を預け入れるために金融機関に預金口座を

設けたときは、直ちに預入先金融機関、預金口座番号、名義人等を会計管理

者に通知するものとし、預金利子については、利子記入期のつど市の収入と

しなければならない。預金口座を解約したときも、同様とする。 

３ 会計管理者は、資金前渡職員に対し現金の出納保管の状況について報告を求

め、又は預金通帳、証拠書類、現金出納簿等について随時調査することがで

きる。 

（前渡資金の支払） 

第 42条の２ 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令、契
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約等の規定に基づきその請求が正当であるかどうか、資金の前渡を受けた目的に

適合するかどうか等を調査のうえ、領収証書と引換えに支払をしなければならな

い。領収証書を徴しがたいものについては、その支払の事実を証明することがで

きる書類又は各部等の長の認証書をもってこれに代えることができる。 

（前渡資金の精算） 

第 43条 資金前渡職員は、常時の費用に係るものについては、当月分のものを翌

月５日（その日が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日）までに、

随時の費用に係るものについては、資金交付の目的が完了した日から休日を除い

て５日以内に、精算命令書に証拠書類を添えて、当該支出を命令した各部等の長

に提出しなければならない。 

２ 各部等の長は、前項の精算命令書及び証拠書類の提出を受けたときは、支払

残額について返納の手続をとるとともに、直ちに当該書類を会計管理者に送

付しなければならない。ただし、会計管理者が特に指定する証拠書類につい

ては、送付しないことができる。 

（資金前渡職員の更迭等） 

第 43 条の２ 資金前渡職員は、その用務の中途において退職又は転勤するとき

は、直ちに精算しなければならない。ただし、常時の費用について指定を受けた

者が当該資金前渡職員から引継ぎをした場合は、この限りでない。この場合にお

いて、引継ぎを受けた者は、資金前渡職員とみなす。 

２ 資金前渡職員が死亡その他の事故により自ら精算することができないとき

は、各部等の長は、他の職員に命じて精算させなければならない。 

 

 

④ 物品不用決定の処理漏れについて（結果５） 

財務規則第 190条によると、各部等の長は、その使用に係る物品について使用する

ことができなくなったときは、物品不用決定伺書により不用の決定をするよう要求さ

れている。 

一方で、東大阪市では平成 25年 11月に東消防署石切出張所が移転し、布市出張所

として新たに開設されており、このとき石切出張所にあった備品は廃棄されている。

そのため、物品不用決定伺書により不用の決定をする必要があったが、この処理が令

和 6年度まで漏れていた。 

適正な事務処理をされたい。 
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⑤ 備品リストの設置場所について（意見 10） 

令和 6 年度に東大阪市消防局が実施した現物照合の備品リストの中から、監査人

によるサンプル検証を実施したところ、備品リストには所在が総務課になっているも

のの、実際には総務課にはなかったものがあった。（監査人によるサンプル検証で確

認した件数が 35件であり、その内 4件が実際には別の場所に保管されていた。） 

 

（備品リスト抜粋及び実際の保管場所） 

 

 

備品リストの設置場所が実際の設置場所と異なる場合、所在が不明となる可能性や

盗難・紛失の際の発見が遅延する可能性が高まると考えられるため、備品リストに記

載されている設置場所と、実際に備品が保管されている場所が異なる場合には、適切

に修正するべきである。 

 

⑥ 現物照合に関する詳細な規程について（結果６、意見 11）（出納室） 

１. 概要 

東大阪市では、令和 2年度の包括外部監査人による指摘を受け、財産管理の観点か

ら、出納室が担当課となり、備品調査（現物照合）の実施を各部署に要請している。 

 

（令和２年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和７年６月末

日現在）より抜粋） 

 
 

東大阪市消防局の備品については、出納室から年度末に実施の通知を受けており、

その際に備品の現物照合の実施方法について、出納室が作成しているマニュアル（「備

品調査（現物照合）の実施について（照会）」）も送付される。 

しかし、出納室が作成している「備品調査（現物照合）の実施について（照会）」

は、調査結果の回答方法やその後の対応について定められているものの、調査の具体

的な実施方法等の情報が不足している部分があった。例えば、マニュアルには調査時

の立会人の有無について記載がなかったため、東大阪市消防局では調査時に立会人の

立会いの下で実施している部署もあれば、立会人は置かずに実施していた部署もあっ

た。また、立会人の有無が分かる記録についても保管はされていなかった。さらに、

結果５のとおり、石切出張所に関する備品については、平成 25 年から令和 6 年度ま

で廃棄の処理漏れに気づいていない状況であった。 
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２. 現物照合に関する担当部署 

令和２年度の包括外部監査人による指摘を受け、出納室が現物照合に関する措置を

担当しているが、実施時の具体的な実施手順や方法については財務規則第 194 条に

基づき各部署が各自で決定し運用すべきものであるという考え方であった。一方で、

東大阪市消防局では、現物照合のマニュアルは出納室から送付されてくるものであり、

そのマニュアルに従っていれば適切な財産管理をしているという認識であった。 

 

地方自治法第 170 条において、会計管理者は地方公共団体の会計事務をつかさど

ることとされており、会計事務には、財産の記録管理（同条第２項第５号）や、決算

の調整（同項第７号）が含まれている。東大阪市においては出納室が会計管理者とし

てこれらの職務を行う立場にあり、当該職務の一環として、備品調査（現物照合）の

実施を各部署に要請している。財産の記録管理や決算の調整を適切に行う観点からは、

備品調査（現物照合）により市全体の物品の正しい残高を把握し記録すること、言い

換えればその内部統制を確保することも出納室の職責に含まれると考えられる。 

この点、出納室は過年度の包括外部監査による上記意見に対する措置を速やかに完

遂し、その管理ルールの明確化の一環として実査・棚卸マニュアルを整備・充実すべ

き職責を認識する必要がある。（結果６） 

 

（地方自治法） 

第百七十条 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計

管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。 

② 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。 

一 現金（現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。）の出納及

び保管を行うこと。 

二 小切手を振り出すこと。 

三 有価証券（公有財産又は基金に属するものを含む。）の出納及び保管を行うこ

と。 

四 物品（基金に属する動産を含む。）の出納及び保管（使用中の物品に係る保管

を除く。）を行うこと。 

五 現金及び財産の記録管理を行うこと。 

六 支出負担行為に関する確認を行うこと。 

七 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。 

③ 普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があると

きは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させ

ることができる。 

 

  



 

69 

３. 現物照合マニュアルの改訂  

そうした認識のうえで、実務の精度向上に向けて、現物照合の実施マニュアルにお

ける具体的な改善点を以下にいくつか例示するので、これらを踏まえたマニュアル改

訂が望まれる。（意見 11） 

 

・ 事前に現物照合の実施者の他に立会人を定め、実施者がマニュアルに則して手続

きを行っていることを立会人がその現場に立会い確認すること 

・ 責任の所在を明らかにするため、現物照合の実施者及び立会人は照合結果を示す

リストにそれぞれ自署すること 

・ 上長は両者による自署を確認するとともに、当該リストを通覧して現品の過不足の

状況を把握し、差異原因を調査したうえで承認を行い、調査結果を提出すること 

・ 「×（現物照合できなかった）」で回答したものについては、財務会計システムに

より「物品返納書兼不用物品報告書/物品売り払い・廃棄書」を作成することが求

められているが（「備品調査（現物照合）の実施について（照会）」）、結果５のよ

うに長期にわたる廃棄処理漏れがあったことを踏まえ、廃棄処理が必要なものを

一覧表示できるようにしておくこと。 

例えば、備考欄に「廃棄処理必要」等のステータスを用意しておき、「×（現物照

合できなかった）」旨の回答時に同時に選択できるようにしておくなど。 
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（備品調査（現物照合）の実施について（照会）） 
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⑦ 備品リストの抽出時点及び現物照合の実施時期について（意見 12） 

（所管課：出納室） 

消防局において、現物照合を実施する際に使用する備品リストは、東大阪市の備品

台帳をベースにし、令和 6 年 12 月 4 日時点で抽出されたものである。一方で、実際

に東大阪市消防局に現物照合の実施の案内がされたのは、令和 7年 2月 20日であり、

東大阪市消防局から現物照合の実施の回答を行ったのは令和 7 年 3 月 19 日である。

東大阪市消防局では 3月に数日にわたって現物照合を実施している。 

抽出時点と実施時期に 3 か月ほどのズレがあるため、例えば備品リストには記載

されているものの、その 3か月の間に所管替え処理や廃棄処理をしていた場合、現物

照合時には現物は確認できない。そのため、備品リストに記載されているが、現物が

ない場合、単に「現物無し」と回答するのではなく、3か月の間に所管替え処理や廃

棄処理をしているかどうかを都度確認したうえで回答しなければならないため、手間

がかかる。令和 6年度の現物照合では、この 3か月の間に所管替え処理や廃棄処理を

していた件数は 7件であった。 

備品リストの抽出時点と現物照合の時期を一致させることに、一定の制約があるこ

とは理解できるが、現物照合時の業務の負担を考慮し、備品リストの抽出時点は、現

物照合の時期に近い時点とすることが望ましい。 

 

⑧ 備品整理票の貼付漏れについて（結果７） 

財務規則第 193 条において、備品については備品整理票をはり付けるなどにより、

品名、整理番号を表示しなければならないと規定されている。 

一方、備品管理システムに登録されている備品について、監査人によるサンプル検

証を実施したところ、備品整理票をはり付けることが可能なものにもかかわらず、こ

れをはり付けていないものが散見された。（監査人によるサンプル検証 35 件の内、3

件（総務課：電気冷蔵庫、除細動器。予防課：その他産業用器具として卓上彫刻機）） 

適正な備品管理をされたい。 

 

⑨ 備品整理票の貼付基準について（意見 13） 

財務規則第 193条ただし書きにおいて、備品整理票等により、品名、整理番号を表

示することができないもの又は表示することが困難なものについては、表示を省略す

ることができるとされている。 

一方、東大阪市消防局においては、消防ホースや救命胴衣等、現場で使用するため、

備品整理票をはり付けて使用することが適さないものについては備品整理票をはり

付けていない。財務規則第 193条ただし書きに記載があるため、当該事情があるもの

については備品整理票をはり付けていないことは許容されるが一方で、備品整理票を

はり付けるか否かは現場判断になっていた。備品整理票が貼られていないものについ

て、貼付漏れであるのか否かを客観的に判断できない状況であるため、貼付対象備品

を規定したマニュアルを作成することが望ましい。 
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⑩ 防火協力会連絡協議会の財産管理について（結果８） 

令和 5年 2月に現金紛失事案が発生したことから、東大阪市消防局では、令和 6年

度に今まで防火協力会連絡協議会から預かっていた現金や現金同等物は全て防火協

力会連絡協議会に返還したとされていたが、監査人が実査を行った結果、東大阪市消

防局の総務部の大金庫の鍵付きの引き出しの中から、防火協力会連絡協議会が所有す

る商品券 24,000円分が発見された。 

これについて消防局は、防火協力会連絡協議会の所有物であるため同会にて保管さ

れるのが本来であるが、現金紛失事案に係る当局の捜査対応の一環として総務部の大

金庫にて厳重に保管していた旨、説明している。 

その一方で、当該商品券の一時保管にかかる預かり書の収受はしていなかった。 

また、一時的な預かりであったことから任意団体の会計処理マニュアルの適用対象

外であるという認識をされていたが、現金紛失事案の重大性を踏まえると、資産管理

における透明性及び適正性の確保という認識に欠けており、適切な対応ではなかった

といえる。 

外部の任意団体の所有物を預り保管する場合にはなお更、透明性のある管理を実践

して事故等を未然に防止しなければならないという意識を徹底し、例えば、預り書の

収受や定期的な現物確認など、適切な管理を励行されたい。 
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任意団体の会計処理マニュアル 
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⑪ 歓送迎会会費の残金の管理について（結果９） 

東大阪市消防局の警防部の大金庫を確認したところ、予防課において、予防課内の

歓送迎会の残金 3,069 円が、大金庫内の小金庫に保管されていた。 

一方、財務規則第 206条の 5に、会計管理者、出納員及び現金取扱員並びに資金前

渡職員は、その取り扱う現金を私金と混同してはならないとされている。 

今回の歓送迎会会費の残金は、公金とは別の金庫に入っており、公金と私金は区別

されていたものの、歓送迎会の会費は個人的な金銭と言わざるを得ず、本来は公金の

保管場所である局金庫で管理すべきものではない。また、歓送迎会会費の残金が入っ

ていた小金庫が破損していたこと、また、予防課の職員自身も指摘があるまで小金庫

に残金を保管していたことを失念していた状況であった。 

紛失リスクや盗難リスクを低減するため、歓送迎会などの会費は即時精算し、残金

を持ち越さないようにし、また、公金を保管する局金庫には持ち込まないことが望ま

しい。 

 

⑫ 中消防署の財産管理について（結果 10、意見 14） 

１. 概要 

中消防署において、公金とは別に、歴代幹部や職員有志の拠出金、親睦会会費の残

額、贈答品（商品券等）を換金した資金などを原資とする「雑金」が、管理簿ととも

に金庫内に保管されていた。（結果 10）監査人が令和 7 年 8 月 29 日に確認した時点

の残高は 12,802円であった。 

管理簿によれば、この雑金は少なくとも、平成 26 年 4 月 10 日から支出に用いら

れ、収入記録は平成 26年 5月 15日から確認されている。また、中消防署に保管はさ

れていなかったものの、過年度分の管理簿の存在も確認されており、雑金の使用開始

時期は特定できないものの長期にわたり、運用されてきたとみられる。 

 

２. 雑金の構成と性質 

雑金の原資は以下のとおりである。 

 

・ 歴代幹部や職員有志による拠出金 

・ 親睦会会費の残額 

・ 中元期等に受領した商品券などを、署員全体のために換金した資金 など 

 

これらは、公金ではなく、任意性を有する私金である。 

ただし、公金と明確に区分されていなければ、混同の発生を招く可能性がある。 

 

３. 雑金の支出状況 

(1) 令和２年度までの状況 

中消防署では、令和 2 年度まで高速道路通行料金及び立入検査時の駐車場利用料

金について予算化が行われておらず、これらの業務上の公費支出が雑金から賄われて

いたとのことである。高速道路通行料金としての使用は比較的少なく、ほとんどが立

入検査時の駐車場利用料金としての使用であった。 

これは、地方自治法第 243条が定める「徴収・収納・支出はすべて公金で行う」と

いう原則に反する運用である。  
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(2) 令和３年度以降の状況 

令和 3 年度からは駐車場利用料金については、当時の消防局警防部予防広報課で

予算化され、公費での支出管理が開始された。これにより、駐車場代としての雑金の

使用回数は以前よりも減少した。 

しかし、令和 3 年度以後の管理簿からも依然として駐車場利用料金として雑金が

支出されている記録が確認された。記帳日が月末に集中していることから、月末に公

費不足が生じた際に、従前の慣行により雑金で補填していた可能性が高い。このこと

から、職員の間に「不足時には雑金を使用してもいい」という認識が残存していたと

見受けられる。 

 

(3) 令和５年度以降の状況 

令和 5 年度の定期監査の指摘を受け、令和 6 年度以降の駐車場利用料金について

は、資金前渡を受けるよう運用を移行した。しかし、令和 6年度の管理簿においても、

駐車場利用料金として雑金が 1 回使用されており、これは急遽発生した事案であっ

たため、公費処理や資金前渡申請もしていなかった。 

 

４. 意見 

これらの状況から、中消防署においては、公金と私金（雑金）の区分を図る取り組

みは進められているものの、職員間に、「いざという時は雑金で対応できる。」という

認識が残っているのではないかと思われる。 

このような事態が発生しないよう、職員に対して公金と私金の区別を周知徹底し、

公務で使用する費用について雑金から支出をしないようにすることが必要である。

（結果 10）そして、業務上必要な経費は適切に予算化し公費で支出できる体制を維

持すること、また、急な支出が想定される場合には、予め資金前渡を受けて備えるべ

きである。 

なお、本来は認められないが、一時的にでも雑金を署内で管理する場合には、署内

での管理をなくすことを最終の着地点として、下記のようなルールに基づく運用管理

を複数人で行うことが考えられる。(意見 14) 

 

・ 明確に区分保管する。 

・ 使用目的の範囲を明確にする。 

・ 帳簿に使用目的と使用実績、残高を記載する。 

・ 定期的に複数人で、帳簿と現金残高の照合を行う。 

 

（地方自治法） 

（私人の公金取扱いの制限） 

第二百四十三条 普通地方公共団体は、法律若しくはこれに基づく政令に特別の定

めがある場合又は次条第一項の規定により委託する場合を除くほか、公金の徴収若

しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならない。 
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２.契約管理に係る監査の結果及び意見 

１. 高機能消防指令センター整備事業整備機器に関する維持管理業務委託 

(1) 委託契約の内容 

① 委託契約の概要 

契約名 高機能消防指令センター整備事業整備機器に関する維持

管理業務委託契約 

契約先名 株式会社日立製作所関西支社 

契約内容 高機能消防指令センター整備事業にて整備した機器及び

機能の維持管理業務 

契約期間 令和 6年 4月 1 日～令和 7年 3月 31日 

同一相手先への委託開

始時期 

平成 30年 4月 1日 

契約額（税込） 86,453千円【変更前 85,189千円】 

令和 6年度決算額 86,453千円 

契約保証金の有無及び

契約保証金を免除した

場合その根拠 

本契約にあたり、履行保証保険契約を締結しているため、

東大阪市財務規則第 117 条第 1 号に該当し、契約保証金

は免除とする。 

当初の契約方法及び根

拠法令 

一者随意契約 

（地方自治法施行令第 167条の 2第 1 項第 2号） 

履行の実績確認方法 

 

契約書第 6 条、第 8 条及び仕様書に従い、保守対応、定

期点検、有寿命部品交換作業、車載端末載替え作業を行っ

た際は、書面にて報告させ、履行を確認している。 

再委託先の有無、 

ある場合は件数 

無 

再委託の業務範囲 － 

再委託金額 － 

再委託確認方法 契約書第 10条において、再委託は原則禁止とし、必要な

場合は書面による承諾を求めている。 

個人情報取扱の有無 

（有の場合は契約書条

項） 

無 

 

② 委託の理由 

委託の理由（直営にせ

ず、委託とする理由、比

較検討した数値等） 

高機能消防指令センター整備事業整備機器は、119番通報

の受信から出動指令を行うための機能を有し、市民生活

の重要な基盤である。そのため、24 時間 365 日停止させ

ることなく稼働させる必要があるため、知識、技術等を有

する専門業者に保守業務を委託し、万全の体制を築いて

いる。 

同種の業務につき、委託

と直営の併存の有無 

無 

併存が有の場合、委託と

直営の割合に関する方

針及び割合 

－ 
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併存の理由 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 － 

委託契約を分割してい

る場合の分割の方針 

－ 

 

③ 随意契約の概要 

随意契約の理由 高機能消防指令センター整備事業整備機器は、株式会社

日立製作所製の特殊なシステムであり、構築した株式会

社日立製作所以外が安全性を担保した維持管理を行うこ

とができないため 

根拠法令 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号 

相見積の有無（有の場合

は見積件数） 

無 

 

相見積を取っているが

一番低い相手先として

いない場合はその理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契

約先 

一者随意契約／株式会社日立製作所 

前々回の契約方法及び

契約先 

一者随意契約／株式会社日立製作所 

 

④ 入札の概要 

該当なし 

 

⑤ 効果測定について 

該当なし 

 

(2) 監査の結果及び意見 

消防局では、平成 20 年から 119 番の受信や指令業務を消防局４階にある消防指令

センターで行っているが、通信技術の発展等を考慮し、10 年サイクルでの機器更新

を実施しており、平成 30 年４月１日に最新の通信技術を導入した高機能消防指令セ

ンターの運用を開始している。 

消防指令センターは、24時間 365日市民生活の安全確保を担う消防通信において、

災害通報を受信し、消防署所並びに消防・通信車両に対して迅速に出動を指令する司

令塔としての役割を果たしており、災害通報を受信し、消防署所並びに消防・救急車

両に対して迅速に出動を指令する指令システムや、災害現場との情報共有を的確に行

う消防救急無線システム、その他有線回線等で構成されている。 
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（東大阪市消防局ホームページより） 

 
（出典：令和６年版消防年報） 
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１. 本件契約と本体契約の関係 

「高機能消防指令センター整備事業整備機器に関する維持管理業務委託契約」（以

下、「本件契約」という）は、上記、委託契約の概要に記載のとおり、「高機能消防指

令センター整備事業業務契約（平成 28年 10 月 18日締結）」（以下、「本体契約」とい

う）を行い整備した機器及び機能（以下、「システム機器等」という）の維持管理並

びに災害発生時の対策を講ずることを目的としたものであるが、本件契約の対象とな

るシステム機器等の特殊性より、当該システム機器等の構築を委託した事業者と同一

の事業者との契約となっている。 

本体契約の事業者は、公募型技術提案（プロポーザル）による選定となっており、

その選定にあたっては、平成 28 年４月 11 日付の本体契約の募集要項では以下が提

案項目として求められていた。 

 

・ 新システムを正常かつ円滑に長期稼働できる状況を保つための適切な保守内容 

・ 障害発生時のサポート体制及び平時の保守体制 

・ 消防システム等の年度ごとに必要となる交換部品等の明示 

・ ランニングコスト（※）10年分の提示 

 

（※）提案したシステムに関する専用回線使用料、定期点検料（年１回）、その他

保守管理に係るランニングコスト 

平成 28 年７月 11 日付の本体契約の委託事業者選定員会による委託事業者の審査

結果より、技術提案内容の評価項目として保守・支援に関する事項、また、価格評価

においては本体設備の整備費用とランニングコストを合わせて評価が実施されてお

り、本体契約と本件契約は一体として評価されていたといえる。 

ただ、平成 28年７月 12日付で、本体契約のプロポーザルに参加した３事業者のう

ち、本体契約の委託先事業者となった事業者以外の２事業者が東大阪市参加停止要綱

（独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）規程違反）に基づき平成 28年 7月 12

日から平成 29 年 1 月 11 日までの期間、入札参加停止となり入札参加資格を喪失し

たことから、次点であった本件契約の事業者が、本体契約の委託事業者に選定されて

いた。 

 

２. 当初提示されたランニングコストと協議結果 

本件契約について、ランニングコストは事業者が提示した当初案から、その後の契

約協議の中で下記のとおり見直されている。 

 

＜当初提示＞ 

項目 金額（税抜） 

保守費用（10年累計） 650,000千円 

機器オーバーホール費用（※） 550,000千円 

合計 1,200,000千円 

（※） 機器の使用頻度、使用環境による劣化等が進行し、正常に作動しなくなる有

寿命部品を対象とした中間更新費用 
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＜見直後＞ 

項目 金額（税抜） 

保守費用（10年累計） 540,000千円 

機器オーバーホール費用 204,800千円 

合計 744,800千円 

 

オーバーホール費用については、単年度で有寿命部品の交換を実施する予定であっ

たが、令和３年度に予算要望（令和４年度分）を行うにあたり、事業者とオーバーホ

ールに関する協議を行い、単年度の資金負担を平準化するため、令和４年度から３カ

年での実施となっており、令和４年度から３カ年の実績は以下のとおりである。 

 

（オーバーホール費用の協議後実績と当初協議の比較）    （税抜 単位：千円） 

 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 左記合計 

協議後実績 80,180 93,395 20,069 193,644 

当初協議 204,800 - - 204,800 

実績-当初 △124,620 93,395 20,069 △11,156 

 

３. 令和６年度の契約増額について 

なお、(1)①委託契約の概要の「契約額（税込）」の欄に記載のとおり本年度の契約

金額が当初の 85,189 千円から 1,253千円増の 86,453千円（いずれも税込）に増額変

更されているが、これは、令和６年度になって当初対象としていなかった機器で故障

が頻発し、調査の結果、故障の原因となった機器について、今後も経年劣化による障

害発生率の増加、性能の劣化等が懸念されることより、東大阪市の契約規程に基づき

当該機器を中間更新の対象とする変更契約を事業者と交わしたことに伴う増額であ

り、事業者との協議により、基本的に有寿命部品として経年劣化等により交換が必要

と判断されたものは本市の負担とすることとなっているためと担当部署である指令

課より説明があった。 

 

① リース契約の検討について 

本件契約は、上記、委託契約の概要に記載のとおり、本体契約を行い整備したシ

ステム機器等の維持管理並びに災害発生時の対策を講ずることを目的としたもの

であるが、現在運用している消防指令センターについては、システム機器等の調達

を購入で対応し、維持管理を別途の契約としている。 

消防指令センターのシステム機器は、特殊かつ高額な機器であるため、購入によ

る調達を実施した場合、購入年度の初期費用が高額となり財政負担が初年度に集中

することとなっているが、資金負担の平準化の観点からリースでの契約を行うこと

も考えられる。 

この点、市によると、現行の消防指令センターの調達の際には、リース契約によ

り調達した場合、防災基盤整備事業債（地方債）の対象とならず、地方債の対象に

ならない場合は、地方交付税による国からの財政支援がなく、全額市の負担となり、

リースによるデメリットが大きいため、購入により調達したとのことである。  
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② 有寿命部品の見直しかかるオーバーホール費用の増額について(意見 15) 

令和６年度において契約金額が、年度中に 1,253,900円増額変更されている。こ

れは、当初更新対象としていなかった機器で故障が頻発し、調査した結果、当該機

器について、経年劣化による障害発生率の上昇や性能の低下が懸念されるものの、

契約において定めがない機器であったことから、契約書の下記条文に基づき、協議

のうえで当該機器を中間更新の対象とする変更契約を事業者と交わしたことに伴

うものであるとの説明を受けた。 

 

 
 

契約上定めのない事項について、協議に基づき決定した場合には、どのように協

議をして決定したのか、その経緯を明確にするために、協議記録を決裁文書に添付

し文書として残すことが望ましい。 

 

③ 長期継続契約の検討について(意見 16) 

前述のとおり、本件契約は、対象となるシステム機器等の構造・仕様が構築を行

った事業者に依存する性質を有しているため、当該事業者と随意契約により単年度

契約が締結されている。また、前述のとおり、本体契約においてはランニングコス

トも含めて評価が実施されており、本体契約と本件契約は一体として取り扱われて

いた。 

本件契約においては、単年度契約として運用しているものの、システム機器の更

新までは当該事業者への委託が継続すると見込まれ、実質的に長期の随意契約とな

っている可能性がある。 

地方自治法及び地方自治法施行令では、継続的な役務の提供が必要な場合に長期

継続契約を締結できる旨が規定されている。長期継続契約とすることにより、事務

負担の軽減、サービスの安定確保が期待できる。 

したがって、本件契約については、長期継続契約の適用も含め、契約方式の見直

しを検討することが望ましい。 

 

地方自治法  

（長期継続契約）  

第 234 条の３ 普通地方公共団体は、第 214 条の規定にかかわらず、翌年度以

降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける

契約又は不動産を 借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。

この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその

給付を受けなければならない。  
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地方自治法施行令  

（長期継続契約を締結することができる契約）  

第 167 条の 17 地方自治法第 234 条の３ に規定する政令で定める契約は、翌年

度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質

上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障

を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。  

 

東大阪市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例  

（趣旨）  

第１条 この条例は、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」

という。）第 167 条の 17 の規定に基づき、本市が締結する長期継続契約（地方

自治法（昭和 22 年 法律第 67 号）第 234 条の３に規定する契約をいう。以下

同じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。  

（長期継続契約を締結することができる契約）  

第２条 政令第 167 条の 17 の条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。 

(１）電子計 算機その他の事務用機器(これらに付随して使用するものを含む。)

の借入れに関する契約  

(２） 庁舎その他本市の施設(これらに付随する機械設備等を含む。)の警備、清

掃、保守点検等の維持管理に関する委託契約  

(３） 前２号に掲げるもののほか、物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約

で長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすも

の  

（長期継続契約の期間）  

第３条 長期継続契約における契約期間は、５年以内とする。  

（委任）  

第４条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、市長が

定める  
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２. （仮称）東大阪市消防局・中消防署庁舎整備事業 

(1) 委託契約の内容 

① 委託契約の概要 

契約名 （仮称）東大阪市消防局・中消防署庁舎整備事業 

契約先名 東大阪消防ＰＦＩサービス株式会社 

契約内容 消防庁舎及びその他関連付属施設維持管理業務 

情報システムの維持管理業務 

契約期間 【消防庁舎及びその他関連付属施設維持管理業務】 

平成 18年 4月 1日～令和 10年 3月 31 日 

※維持管理期間は 20年 

【情報システムの維持管理業務】 

平成 18年 4月 1日～平成 30年 3月 31 日 

※維持管理期間は 10年 

同一相手先への委託開

始時期 

初回契約のため該当なし 

予定価格（税込） 8,766,000千円 

（ＰＦＩのため、設計・建設・維持管理一括） 

契約額（税込） 6,869,232千円（うち維持管理 2,136,445 千円） 

令和 6年度決算額 80,537千円 

年 2回・全 40回の分割払い（情報システム維持管理費に

ついては、年 2 回・全 20回の分割払い） 

契約保証金の有無及び

契約保証金を免除した

場合その根拠 

免除する。ただし、事業者は事業仮契約書第 43条に定め

る履行保証保険契約を締結する。 

第 43 条 事業者は、本件施設等の建設及び情報システム

の構築の履行を確保するため、本契約締結の日から本件

施設等及び情報システムの市への引渡しまでを保険対象

期間、サービス対価のうち施設等及び情報システム整備

費から割賦手数料を控除した金額の 100 分の 10 以上を

保険金額、被保険者を市又は事業者とする履行保証保険

契約を締結し、あるいは、設計受託者、工事監理者、本

件施設等の建設受託者、情報システムの構築受託者の全

部又は一部をして、上記の金額を保険金額とし、事業者

を被保険者とする履行保証保険を締結させ、被保険者が

市である場合には、保険契約締結後、速やかにその保険

証券を市に提出し、被保険者が事業者である場合には、

事業者の費用において、市に対し、その保険金支払請求

権に質権を設定した上、当該保険証券を交付するものと

する。 

当初の契約方法及び根

拠法令 

総合評価一般競争入札 

（地方自治法施行令第 167条の 10の 2） 

履行の実績確認方法 

 

契約書 45条に基づき、事業者から維持管理計画書・維持

管理年間計画書を提出させる。 

【日常モニタリング】 

契約書第 52 条及び別紙 13 に基づき、事業者の作成した
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業務日誌を確認する。 

【定期モニタリング】 

契約書第 52 条及び別紙 13 に基づき、事業者が作成した

業務報告書（毎月・半期・年度）を確認する。 

【随時モニタリング】 

市が必要と判断した時に、随時モニタリングを実施する。 

再委託先の有無、 

ある場合は件数 

・有 23件（令和 7年 2月現在） 

 

再委託の業務範囲 消防庁舎及びその他関連付属施設維持管理業務 

※情報システムの維持管理業務について、平成 30年 3月

31日まで） 

再委託金額 東大阪消防ＰＦＩサービス株式会社に対し、維持管理委

託料を支払っているため、不明。 

再委託確認方法 東大阪消防ＰＦＩサービス株式会社の構成企業である株

式会社ビケンテクノに再委託先の有無を文書で提出さ

せ、内容を把握している。 

個人情報取扱の有無 

（有の場合は契約書条

項） 

無 

 

② 委託の理由 

委託の理由（直営にせ

ず、委託とする理由、比

較検討した数値等） 

庁舎維持管理に係る職員の業務負担を減らし、市民生活

の安全確保を主眼とする消防職務に専念させるため。 

同種の業務につき、委託

と直営の併存の有無 

無 

 

併存が有の場合、委託と

直営の割合に関する方

針及び割合 
－ 

併存の理由 

委託契約の分割の有無 無 

 

委託契約の分割数 － 

委託契約を分割してい

る場合の分割の方針 
－ 

 

③ 随意契約の概要 

「該当なし」 
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④ 入札の概要 

指名競争入札又は総合

評価方式を選択した理

由 

PFI 事業が財政負担の軽減及びサービスの向上を目的と

することから、事業者に要求水準に基づいた事業提案を

行わせ、それを評価することで定性的効果を十分発揮さ

せるとともに、財政負担の軽減を図るため、価格競争も

取り入れた総合評価一般競争入札を選択した。 

応札者数 3 

予定価格の積算方法 アドバイザリー業務委託において、作成した要求水準書

をもとに積算 

前回の契約方法及び契

約先 

該当なし 

前々回の契約方法及び

契約先 

該当なし 

 

(2) 監査の結果及び意見 

① PFI 事業における効果測定について(意見 17) 

本契約は東大阪市における初めての PFI の導入事例であり、契約期間も 20 年間

（維持管理期間のみ）と長期に及ぶものである。東大阪市では本件 PFI事業の契約

の満了が近づいてきた現在において、内閣府が公表している「PFI 事業の事後評価

等に関する基本的な考え方」に基づき、株式会社ニュージェックに外部委託を実施

する形で効果測定を実施している。 

 モニタリングの状況については月次で維持管理連絡協議会を開催し、業務報告

を受けるほか、半期、年次では文書による報告を受領している。その他にも必要に

応じて業務の立会や巡回を実施している。しかし契約期間 20 年という長期事業に

もかかわらず、契約の折り返し時点など中間段階における効果測定が実施されてい

ない状況である。 

PFI 事業については現在、多くの自治体で導入が進んでおり、今後、様々な自治

体で費用対効果を踏まえた効果測定が実施されていくと考えられる。本件 PFI事業

も、東大阪市として初めての PFI事業であり、今回、事後評価が初めて実施される

ことから、そこから得られた結果や知見を踏まえて、モニタリング手法の更なる改

善を図ることが望まれる。 

具体的には、事業の進捗状況、要求水準の達成状況、費用対効果等について事後

評価の結果をもとにモニタリング項目を見直し、多角的な検証を一層強化すること

で、問題点の早期発見や、契約の見直しにつなげることが期待される。これらの実

施により、より社会情勢や需要の変化に即した、効果的かつ効率的な PFI事業運営

の実施が望まれる。  
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② PFI 事業におけるモニタリングについて 

PFI 事業においては、選定事業者が要求水準を満たすような公共サービスの提供

ができているかどうかを管理者が確認を行うことが非常に重要となる。これらの確

認を実施するため、本契約において東大阪市では以下のモニタリングを実施してい

る。 

 

日常モニタリング：委託先が作成する業務日誌の確認 

定期モニタリング：月次で維持管理協議会を開催し、業務報告を受けるほか、 

半期、年次では文書による報告を受領 

随時モニタリング：必要に応じた個別の確認 

 

内閣府において公表されている PFI事業におけるモニタリングのガイドラインに

おいて、一般的なモニタリングの内容として以下の２点が示されている。 

 

① 報告書等による履行義務の確認 

② 事実の確認（例：測定機器による計測、サンプル抽出、現場での抜き打ち検査

等） 

 

東大阪市では、①事業者からの報告に基づくモニタリングに加え、②の事実確認

として、市の職員が独自のモニタリング項目を設定し、チェックリスト形式で現地

に赴き確認を実施し、不備事項が発見された際には写真撮影による記録を行い、報

告を行うなどの能動的なモニタリングを組み合わせて実施されている。 
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（出典：モニタリングに関するガイドライン-内閣府- 一部抜粋）  
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３. 第１０分団１号車屯所建築事業 

(1) 委託契約の内容 

事業名  第１０分団１号車屯所建築にかかる分筆登記業務  

① 委託契約の概要 

契約名 第１０分団１号車屯所建築にかかる分筆登記業務 

契約先名 ナニワ測量登記事務所 

契約内容 東大阪市消防団第１０分団１号車屯所建築用地の取得

事務を進めるために、対象地の現況を把握する。 

⑴ 現地調査業務 

⑵ 測量業務 

⑶ 申請業務【分筆登記】 

⑷ 書類作成等業務一式 

契約期間 令和６年５月１日～令和６年６月２８日 

同一相手先への委託開始時期  

契約額（税込） ３１０千円 

令和 6年度決算額 ３１０千円 

契約保証金の有無及び契約保証

金を免除した場合その根拠 

契約保証金は無 

東大阪市財務規則第 117条第 3号により免除 

当初の契約方法及び根拠法令 随意契約 

（地方自治法施行令第 167 条の 2第 1項第 1号） 

契約趣旨は地方自治法施行令第 167 の 2第 1項第 2号 

履行の実績確認方法 

 

契約書第９条及び仕様書に従い、委託業務の成果に関

する報告書及び成果品の提出を受け、業務の履行確認

を行った。 

再委託先の有無、 

ある場合は件数 

無し 

再委託の業務範囲 無し 

再委託金額 無し 

再委託確認方法 無し 

個人情報取扱の有無 

（有の場合は契約書条項） 

無し 

 

② 委託の理由 

委託の理由（直営にせず、委託と

する理由、比較検討した数値等） 
事業用地について、本市管理地以外の第三者の土

地を取得することから、筆界確定等にあたり、各

種調査検討、周辺土地所有者との立会い、協議な

ど迅速且つ正確な業務遂行が必要であるため。 

同種の業務につき、委託と直営

の併存の有無 

無し 

 

併存が有の場合、委託と直営の

割合に関する方針及び割合 

 

併存の理由 

委託契約の分割の有無 無し 

 

委託契約の分割数  

委託契約を分割している場合の

分割の方針 

 

③ 随意契約の概要 
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随意契約の理由 用地取得に係る測量業務（現況測量）を令和６年１月

２３日付でナニワ測量登記事務所と契約を締結した。

本業務委託についても、既に契約した業務と一連とな

って機能を発揮する関係にあるためナニワ測量登記事

務所以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明に

なるなどの支障が生じるため随意契約を行った。 

また、対象地の測量歴があり、なおかつ専門的な能力

を結合して官公庁等による不動産表示に関する登記に

必要な調査、測量、その登記嘱託の申請等を適正かつ

迅速な遂行に寄与する目的で設立された社団法人大阪

公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属している当該

契約相手と随意契約を締結した。 

根拠法令 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号 

相見積の有無（有の場合は見積

件数） 

無し 

相見積を取っているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

 

前回の契約方法及び契約先 本契約で業務完了 

前々回の契約方法及び契約先 本契約で業務完了 

 

④ 入札の概要 

該当なし 
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事業名  第１０分団１号車屯所建築事業用地買収事業    

① 契約の概要 

契約名 土地売買契約 

契約先名 個人 

契約内容 第１０分団１号車屯所建築にあたり、土地所有者

から事業用地の買収を行うもの 

契約期間 令和 6年 5 月 1日～令和 6年 6月 28 日 

契約額（税込） 8,080 千円 

令和 6年度決算額 8,080 千円 

履行の実績確認方法 

 

契約書第 9 条に従い登記完了し、第 9 条の土地引渡書

を受領し確認を行った。 

 

② 随意契約の概要 

随意契約の理由 契約の履行が所有者（特定の物）以外不可能であるた

め 

根拠法令 地方自治法施行令第 167条の２第 1 項第 2号 

相見積の有無（有の場合は見積

件数） 

無 

相見積を取っているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 無し 

前々回の契約方法及び契約先 無し 

 

③ 入札の概要 

該当なし 
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(2) 本事業の概要及び契約締結までの流れ 

現在、東大阪市での屯所の概要及び設置位置は下記のとおりとなっている。 

 

 
（出典：消防局提供資料より監査人作成） 

 

 

 

　 住所 構造 延面積（㎡） 建築年月日 階数 建物 備考 耐震性

1 1分団 1号車 善根寺町2丁目6番5号 鉄骨 48.8㎡ H2.3.31 2 自治会 無償 ５０㎡未満・有り

2 1分団 2号車 日下町8丁目1番7号 鉄骨 85.75㎡ S58.2.5 2 市 有償 有り

3 1分団 3号車 布市町2丁目5番37号 鉄骨 68 H30.3.28 2 市 無償 有り

4 2分団 1号車 中石切町3丁目1番4号 鉄骨 63㎡ S61.12.20 2 市 無償 有り

5 2分団 2号車 東石切町4丁目7番6号 鉄骨 92.81㎡ H1.11.24 2 市 　 有り

6 2分団 3号車 西石切町3丁目1番53号 鉄骨 67.215㎡ S62.11.30 2 市 有償 有り

7 3分団 1号車 南荘町14番10号 鉄骨 屯所共同使用 S49.5.1
2階建の

1階部分
市 無償 有り（H24工事済）

8 3分団 2号車 南荘町9番33号 鉄骨 72㎡ H21.3.6 2 市 　 有り

9 3分団 3号車 出雲井町3番5号 鉄骨 75㎡ H27.9.24 2 市 有償 有り

10 4分団 　 客坊町6番5号 鉄骨 79.31㎡ H10.10.20 2 市 無償 有り

11 5分団 1号車 六万寺町2丁目3番29号 鉄骨 77.67㎡ H23.10.20 2 市 　 有り

12 5分団 2号車 池島町4丁目3番8号 鉄骨 35.24㎡ H18.1.5
2階建の

1階部分
市 市公民分館と併設 ５０㎡未満・有り

13 5分団 3号車 横小路町4丁目9番53号 鉄骨 76.45㎡ H18.11.24 2 市 無償 有り

14 6分団 1号車 加納７丁目８番２３号 鉄骨 62.81㎡ R5.2.26 2 市 　 有り

15 6分団 2号車 吉原1丁目3番19号 木造 17.29㎡ H2.9.30 1 自治会 無償 ５０㎡未満

16 6分団 3号車 中新開1丁目11番17号 鉄骨 81.92㎡ H29.11.22 2 市 無償 有り

17 7分団 1号車 川田2丁目17番28号 鉄骨 74.52㎡ H25.11.18 2 市 市公園敷地内 有り

18 7分団 2号車 古箕輪1丁目9番7号 鉄骨 72㎡ H16.3.15 2 市 無償 有り

19 8分団 1号車 今米1丁目18番13号 鉄骨 68.36㎡ H1.2.1 2 自治会 無償 有り

20 8分団 2号車 吉田5丁目13番21号 鉄骨 16.24㎡ H1.7.15 1 自治会 無償 ５０㎡未満・有り

21 8分団 3号車 吉田2丁目6番１7号 軽量鉄骨 46.75㎡ S46.6.19 2 市 無償 ５０㎡未満

22 9分団 1号車 菱江5丁目５番２５号 鉄骨 19.84㎡ S52.9.15 1 自治会 無償 ５０㎡未満

23 9分団 2号車 稲葉1丁目2番33号 鉄骨 68㎡ H26.12.12 2 市 　 有り

24 9分団 3号車 岩田町1丁目12番33号 鉄骨 74.8㎡ R7.3.3 2 市 　 有り

25 10分団 1号車 玉串元町2丁目13番34号 ブロック造 25.74㎡ S40.6.1 1 自治会 無償
５０㎡未満

経年劣化

26 10分団 2号車 瓜生堂1丁目7番29号 鉄骨 20.40㎡ H8.4.1
2階建の

1階部分
自治会 無償 ５０㎡未満・有り

27 11分団 　 森河内西2丁目1番13号 鉄骨 140.14㎡ H6.11.24 2 市 　 有り

28 12分団 　 新家3丁目3番37号 鉄骨 79.38㎡ H8.11.29 2 市 　 有り

29 13分団 　 荒川1丁目8番20号 ＲＣ 79.38㎡ H10.10.12 2 市 　 有り

30 14分団 　 小若江1丁目8番20号 鉄骨 58㎡ H3.6.10 2 市 無償 有り

31 15分団 　 柏田本町4番1号 鉄骨 79.2㎡ H4.7.13 2 市 　 有り

名　　称
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（出典：消防局提供資料） 

 

本事業は、上記第１０分団１号車屯所(屯所一覧の黄緑色箇所)建替えに伴う、土地

の取得に関する事業である。本事業が実施されたのは、第１０分団１号車屯所は昭和

40年に建設されてから約 60年が経過しており、今後発生が見込まれる南海トラフ地

震を考慮した時に、耐震性に問題があることから、次のとおり自治会より建替えの要

望があったことが背景にある。 
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取得地は、元の屯所が置かれていた玉串元町 2丁目 13番 34号と同じ町内（183番

3号）にあり、取得面積は 100㎡となっている。 

従来は屯所敷地につき自治会から無償で貸与を受けていたが、今回の建替えを契機

に近傍地を取得し移転することとなった。市が所有する土地以外での無償使用や賃借

は将来的な継続性に課題がありうること及び自治会からは市有地を移転先とする要

望もあったものの、適地が見つからない中で協力的な個人から申し出があったとのこ

とである。 

また、土地の取得額は 8,080 千円となっている。市では当該金額を算出するあた

り、土地鑑定での評価額を受け、東大阪市公共事業用地取得審査委員会、東大阪市不

動産評価審議会に諮り承認を得ている。そして、当該審議会の後、契約締結に関する

稟議書を作成し決裁を受けている。 
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(3) 監査の結果及び意見 

① 契約事務チェックリストのチェック誤りについて(結果 11) 

第１０分団１号車屯所建築にかかる分筆登記業務に関する、下記チェックリスト

の確認番号 7「年額 500 万円以上の契約において、規則第 117 条の各号に相当する

理由を摘要に記載していますか」の項目について、総額は 310,200 円であり年額 500

万未満にも関わらず、「該当なし」ではなく、「チェック」にサインが入っていた。

下記回議書のとおり、決裁完了までに複数人がチェックしているが、当該項目のチ

ェック誤りについては見落とされていた。契約事務チェックリストは契約の不備を

防ぐための重要なチェックリストである。今回は影響がなかったが、内容によって

はチェックの誤りにより、契約に不備が生じる可能がある。 

決裁完了までに複数人がチェックしているが、当該項目のチェック誤りについて

は見落とされていた。したがって、チェックリストについてより慎重なチェックを

行うことにより、チェックリストに不備が生じないようにするべきである。 
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（回議書） 
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100 

（契約事務チェックリスト） 
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４. 東消防署他１か所清掃管理業務委託 

(1) 委託契約の内容 

① 委託契約の概要 

契約名 東消防署他１か所清掃管理業務 

契約先名 NPO法人東大阪障害者共同受注連絡会 

契約内容 １ 東大阪市鳥居町３番３号 東大阪市東消防署 

（１階から３階〔屋内訓練場に限る。〕） 

２ 東大阪市御厨栄町三丁目１番４１号 東大阪

市西消防署 

 以上、２署の清掃業務 

契約期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

同一相手先への委託開始時期 平成２５年４月１日から 

契約額（税込） ８，０９６千円 

令和 6年度決算額 ８，０９６千円 

契約保証金の有無及び契約保

証金を免除した場合その根拠 

契約保証金は無 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律の主旨に基づき平成２５年度から特

定随意契約を行っているため契約保証金について

は、東大阪市財務規則第 117条第 3号により免除 

当初の契約方法及び根拠法令 単年度ごとに一者特定随意契約 

（地方自治法施行令第 167条の 2 第 1項第 3号） 

履行の実績確認方法 

 

契約書第８条及び仕様書に従い、毎月の業務完了

報告書の提出を受け、業務の履行確認をしている。 

再委託先の有無、 

ある場合は件数 

無し 

（実際の業務を実施する障害者就労支援施設等は

共同受注体制の構成員であり、再委託には該当し

ない） 

再委託の業務範囲 無し 

再委託金額 無し 

再委託確認方法 無し 

個人情報取扱の有無 

（有の場合は契約書条項） 

無し 

 

② 委託の理由 

委託の理由（直営にせず、委託

とする理由、比較検討した数

値等） 

当該業務を委託することにより障害者就労施設等

で就労する障害者の自立を促進すること及び業務

を民間へ委託することにより、消防職員の本来業

務に対し業務効率化が図れること。 

同種の業務につき、委託と直

営の併存の有無 

無し 

 

併存が有の場合、委託と直営

の割合に関する方針及び割合 

 

併存の理由 

委託契約の分割の有無 無し 
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委託契約の分割数 － 

委託契約を分割している場合

の分割の方針 

－ 

 

③ 随意契約の概要 

随意契約の理由 「東大阪市障害者就労施設等からの物品等の調達

の推進を図るための方針の施行について（通知）」

を受け、障害者就労施設等で就労する障害者の自

立の促進に資するため 

根拠法令 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号 

相見積の有無（有の場合は見

積件数） 

無し 

 

相見積を取っているが一番低

い相手先としていない場合は

その理由 

－ 

前回の契約方法及び契約先 一者特定随意契約／ＮＰＯ法人東大阪障害者共同

受注連絡会 

前々回の契約方法及び契約先 一者特定随意契約／ＮＰＯ法人東大阪障害者共同

受注連絡会 

 

④ 入札の概要 

該当なし 

 

⑤ 効果測定について 

事業の目的 東大阪市障害者等の就労機会の確保等 

期待する効果 障害者等の就労機会の確保 

効果指標 上記通知に則した随意契約により業務委託ができ

たこと 

効果指標の過去 5年の推移 同上 

効果指標の前事業者（又は直

営）との比較 

－ 

 

予定価格の６割超は人件費相当であり、人件費に物品費率を乗じて他の費用が積

算されている。人件費は、100㎡ につき一人とした面積比に応じた必要人員数に、

国交省公表の労務単価に基づく清掃員単価を乗じる方式により算出され、東と西の

各消防署に係る積算額の合算額から決定されていた。  
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(2) 監査の結果及び意見 

① 定期清掃の業務完了報告について(結果 12) 

本件の業務内容は、日常清掃と定期清掃の実施であり、定期清掃は床面清掃年２

回、窓ガラス清掃年４回の実施となっている。業務完了確認は、日常清掃・定期清

掃ともに仕様書に従って、毎月受領する業務完了報告書にて行っている。しかし、

床面清掃については、業務完了報告書への完了日の記載が漏れているにも関わらず

業務完了確認時には気付かず、監査人の指摘によって判明した。なお、その後、完

了日が記載された業務完了報告書を受領している。 

事前の清掃予定メールと、消防署職員による清掃当日の立会によって実施結果の

確認はできているとのことであるが、照合箇所の設定や照合証跡を付す等、確認漏

れが生じないような工夫をし、仕様書に記載されているとおりの業務完了確認を遂

行するべきである。 

 

【完了日の記載が漏れていた業務完了報告書】 
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【完了日記載済みの業務完了報告書】 
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② 従事人数の把握について(意見 18) 

本件の業務委託が「東大阪市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図る

ための方針の施行について（通知）」に則した随意契約として実現していること、そ

のこと自体が評価されるべき効果である、というのは理解できるところである。 

ただ、もう一歩踏み込んで、どれだけの人が就労機会に従事できたかを具体的に

把握しておくことは、定量的な効果測定として有効であるから、業務実施日ごとの

従事人数を把握して推移を追うなどして効果を見ることが望まれる。業務完了報告

に従事人数も加えるよう仕様変更することも考えられる。 

 

 
（NPO 法人東大阪障害者共同受注連絡会の HP より抜粋） 
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３. 総務部に係る監査の結果及び意見 

① 『東大阪市消防職員の提案に関する規程』の改訂について（意見 19） 

『東大阪市消防職員の提案に関する規程』では、「職員は、消防業務に関する改

善、考案、発明等について、その軽重を問わず提案をすることができる。（第２条）」

と定められており、採択された提案については表彰を行うものとされている。た

だし、その提案には以下のいずれかの事項を含まなければならないとされている。 

 

(１) 消防機械器具の発明、改良で合理的又は能率的であると認められるもの 

(２) 災害の軽減の推進に資すると認められるもの 

(３) 事務能率の向上に資すると認められるもの 

(４) 諸経費の節減ができると認められるもの 

(５) 前各号に掲げるほか、消防業務の遂行に有益であると認められるもの 
『東大阪市消防職員の提案に関する規程』第 3 条抜粋 

 

東大阪市消防局における本規程による提案の状況としては、制定された平成２１

年１月から監査時点（令和７年８月）までの期間で以下の２件のみにとどまってい

る。 

 

1.狭所巻きホース用ホース巻き器の作成について（平成２３年１１月提案） 

2.「救急適正利用」を促進させるための標語について（令和２年３月提案） 
東大阪市消防局作成資料より 

 

その理由としては、本規程に対する職員の認知度が低いことや、規程の要求事項

の難易度が高いこと、普段の業務での改善に留まり提案にまでは至らないことが考

えられるとのことであり、本規程が形骸化に近い状態となっている。提案へのハー

ドルを大きく下げた場合は、事務等の負担が増加する恐れがあるため加減は必要で

あるが、業務改善へのアイデア創出の促進や職員のモチベーション向上に資するた

めに、本規程の周知徹底や改訂をすることが望ましい。 

 

② 職員の勤務規律等の監察について（結果 13） 

総務部（人事課）の事務分掌の１つとして、「職員の勤務規律等の監察に関するこ

と」が定められている。また、当該事務分掌に関する規程として『東大阪市消防監

察規程』（以下、監察規程とする）があり、そこでは下記のように定められている。 

 

（監察の種類） 

第４条 監察の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 総合監察 

(２) 随時監察 

(３) 現場監察 

(４) 特命監察 

（総合監察） 

第５条 総合監察は、毎年１回局長が臨席して、局各課及び消防署（以下「署」

という。）につき、おおむね次に掲げる事項について実地監査及び書類監査の方法

により監察する。ただし、状況により、その一部の監察にとどめることができる。 
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(１) 消防関係諸法規の運用の状況に関する事項 

(２) 職員の規律、勤務、配置、装備、監督、教養及び訓練に関する事項 

(３) 訓示及び命令の徹底状況に関する事項 

(４) 消防事務執行の適否に関する事項 

(５) 経理事務執行の適否に関する事項 

(６) 財産の維持管理に関する事項 

(７) 消防諸計画に関する事項 

(８) 庁舎その他消防施設の整備に関する事項 

(９) 局各課と署（所）間の連絡協調状況に関する事項 

(10) 職員の融和、協力に関する事項 

(11) 下意上達状況に関する事項 

(12) 職員の公衆接遇に関する事項 

(13) その他監察上必要と認める事項 

２ 前項による監察は、総務部人事課において計画をたて、実施については、次

に掲げる事項を７日前までに監察員及び所属長（局にあっては課長、署にあ

っては署長をいう。以下同じ。）に通知しなければならない。 

(１) 監察日時 

(２) 監察事項 

(３) その他必要な事項 

３ 監察員は、総合監察を行なったときは、総合監察報告書（様式第１）を作成

し、その結果をすみやかに局長に報告しなければならない。ただし、重要又

は緊急を要すると認められる事項については、あらかじめ口頭をもって報告

しなければならない。 

（随時監察） 

第７条 随時監察は、局長が必要と認めたとき又は監察員が随時に、第５条第１

項各号に掲げるもののうち必要と認める事項について、書類監査又は実地監査の

方法により監察する。 

２ 前項による監察は、監察員においてそのつど計画をたて実施するものとする。

この場合において監察員は、実施場所、日時等について、あらかじめ総務部

人事課長に協議しなければならない。 

３ 第１項による監察は、あらかじめ所属長に連絡のうえ実施しなければならな

い。ただし、監察上特に必要がある場合は、この限りでない。 

４ 監察員は、随時監察を行なったときは、随時監察結果報告書（様式第２）を作

成し、その結果をすみやかに消防局長に報告しなければならない。（特命監察） 

５ 監察員は、監察の結果について、必要があると認めるときは、前項の報告に

意見を付けることができる。 

６ 消防局長は、前項の報告に基づき、必要と認めるときは、文書又は口頭によ

り関係所属長に必要な指示を行うものとする。 

 

第９条 特命監察は、特命事項、投書、風評等に基づき、面接その他の方法によ

り監察する。 

２ 監察員は、前項によるもののほか、職員に規律違反の疑いがあることを認知

したときは、直ちに調査を行なわなければならない。 

３ 監察員は、前項の場合、所属長において調査することが適当と認められる事

案については、消防局長の承認を得て当該関係所属長に調査を依頼し、その

結果について回答を求めることができる。 
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４ 特命監察の報告は、第７条第４項の規定を準用する。ただし、軽易又は事実

の存在しないものについては、この限りでない。 

５ 監察員は、監察の結果について、必要があると認めるときは、前項の報告に

意見を付けることができる。 

 

 

監察規程第４条１号の総合監察については、同第５条第１項のとおり毎年 1回

の実施が必要となる。同条２号ないし４号に掲げる監察についても、実施するべ

き状況があれば実施が必要である。しかし、総合監察をはじめ監察そのものが実

施された記録はなく、職員へのヒアリングでも実施した記憶はないとの回答を得

た。 

この点、監察は「東大阪市消防職員の服務、規律並びに消防行政諸般の状況を監

察し、もって消防事務の改善、刷新を図り、厳正な消防規律の保持と執行務の適正

を期すること」を目的として実施されるものである。令和 5年度に発生した消防局

内での現金紛失事案、近年のパワハラ等のコンプライアンス違反事例を考慮すると、

監察が実施されてこなかったことは重大であり、そうした事案事例に対応して特命

監察や随時観察も実施されるべきであったと考えられる。これまでの組織風土を変

えていくためには、東大阪市消防局が組織として自律性を高めるためにも、自ら実

施する内部監査に類するものとして、監察の実施が必要不可欠である。 

まずは監察規程に従って適切に監察を実施するべきである。人事所管であること

や「監察」という語感が人事権をうかがわせて心理的な抵抗感が否めないならば、

総務所管として内部監査の実質を強化するような運用に努めることも一案である。

そして、その監察（内部監査）実施と結果について、客観的目線で監査委員事務局

による監査が行われることも効果的なものと思料する。 

 

③ 厚生会への入会について（意見 20） 

東大阪市消防局には厚生会が組織されている。入会者は毎月５００円の厚生会費

を納入することとなっており、その厚生会費は慶弔費や親睦会費等に充てられる。

職員は当該厚生会に任意で入会することができるが、入会にあたっては申込書等の

書面はなく、口頭で入会の意思表示を行うこととなっている。また、会費の徴収は

給与天引きとなっており、その申請にあたっては「給与控除依頼書」への氏名等の

記入が必要となるが、当該記入は入会者本人ではなく総務部の会計担当職員が行っ

ている。したがって、入会者による入会の意思表示について、なんら記録が残って

いない状況となっている。 

現状は、全職員が同意のうえ入会しているとのことで特段の問題は生じていない

が、入会や会費徴収に関するトラブルを防止する観点から、例えば、入会申込書の

作成及び自署、「給与控除依頼書」への自署等を求め、これらを入会者の意思表示が

分かる記録として残しておく等の対応を実施することが望ましい。 
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（出典：東大阪市消防局提供資料）  
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④ 職員採用応募者に対するアンケートの分析結果の文書化について（意見 21） 

東大阪市では、現在、SNSやパンフレット、Youtube、各種学校園等への採用説明

会、消防局主催のオンライン説明会や個別説明会等を通じて消防職員採用に関する

広報活動を行っている。具体的には Youtube 及びインスタグラムの動画タイトル及

び再生回数、パンフレットの発行部数は表 1 のとおりとなっている。また、令和 6

年度の予算実績は表 2のとおりとなっている。 

このように様々な媒体を使用して採用活動を行っているとともに、表 3のとおり、

応募者がどのような媒体をみて採用試験を知ったかや志望理由等申込者に対する

統計を作成し、次年度の採用活動に活かしている。しかし、実際にどのように当該

統計資料を活かし、採用活動を行っているかが文書化されていない。採用活動には

突発的な事象や、毎年の統計結果に大きな差異はないため、実務上詳細に文書化す

ることは難しい点もあるが、簡潔にでも分析内容をどのように活かしたか（例年と

おりの統計結果の場合はその旨を記載する等）を文書化して残すことにより、採用

活動の担当者が異動となり新たな担当者となった場合でもこれまでの統計データ

の分析資料を確認することで、スムーズに業務に取り組むことができるようになる

と考えられる。したがって、統計結果について簡潔にでも採用活動にどのように活

かしたか文書化をすることが望ましい。 

 

(表 1) 

 
  

◎採用募集パンフレット

種類 発行部数

Ａ２ポスター 300枚

Ａ４リーフレット 1500枚

◎Youtube【再生回数は、令和７年１２月９日時点】

動画タイトル 再生回数

次の受験生へ、新人消防士からのメッセージ 968回

採用ひとことメッセージ～vol 3～ 1164回

令和７年４月採用予定（上級消防）募集開始動画 400回

令和７年４月採用予定（初級消防）募集開始動画 400回

新人消防士　お悩み相談会 1738回

◎インスタグラム【再生回数は、令和７年１２月９日時点】

動画タイトル 再生回数

次の受験生へ、新人消防士からのメッセージ 3429回

令和７年４月採用予定（上級消防）募集スタート！ 3000回

令和７年４月採用予定（初級消防）申込み受付中！ 3000回

令和７年４月採用予定（初級消防）募集スタート！ 3000回

採用決定セレモニーを実施！ 3268回
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(表 2) 

 
 

(表 3) 

 
 

 

◎採用予算実績

種類 金額

採用試験委員会に係る学識経験者報償費：計５回 85千円

上級消防：第１次試験テストセンター業務委託費 677千円

初級消防：第１次試験テストセンター業務委託費 730千円

採用募集パンフレット：Ａ２ポスター 14千円

採用募集パンフレット：Ａ４リーフレット 11千円

申込者に関する統計

R7.4採用 初級消防申込者：１７８名
採用予定人数：４名

男女比

男性：１７１名
女性： ７名96.1%

3.9%

男性 女性
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年齢比

R7.4.1時点年齢

１８歳：３４名
１９歳：２５名
２０歳：８６名
２１歳：３３名

19.1%

14.0%

48.3%

18.5%
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⑤ 各消防署管轄の分署及び出張所の統廃合について（意見 22） 

東大阪市では中消防署、東消防署、西消防署の各署に紐づく形で分署や出張所が

設置されている状況であり、消防署を含めて全部で 15署所が存在している。署所は

消防力の整備指針（平成 12年消防庁告示 1）第４条の規定に基づき、市街地の区域

内の人口及び地域における地勢、道路事情、建築物の構造等の特性を考慮して設置

されることとなっており、東大阪市の人口が 50 万人弱（2014 年 6 月以降）である

ため、およそ 30万人＋20万人であるから９＋６＝15カ所と、具体的な地域の分割

まではせずに市域全体としての配置数が決定されている。 

今後も人口減少が進んでいくと考えられる昨今の状況において、署所の配置に関

する検討が、庁舎整理及び施設の修繕・改修のタイミングでのみ実施されており、

定期的な見直しは行われていない状態である。実際、平成 30年以降、東大阪市では

署所の適正配置に関する調査は行われていない。今後の人口減少により指針上必要

性が低下する署所が生じる可能性があり、また地域的なアンバランスが地域特性に

より説明可能な許容範囲に収まっている状況であるのかなどを、早期に把握し計画

的に統廃合を検討できるよう、定期的な配置調査を実施すべきである。 

これにより維持管理費の削減、署所管理の効率化を実現できると考えられる。 

 

（消防力の整備指針） 

（署所の数） 

第四条 市街地には、署所を設置するものとし、その数は、別表第一（積雪寒冷の

度の甚だしい地域（以下「積雪寒冷地」という。）にあっては、別表第二。以下こ

の条において同じ。）に掲げる市街地の区域内の人口について別表第一に定める署

所の数を基準として、地域における地勢、道路事情、建築物の構造等の特性（以下

「地域特性」という。）を勘案した数とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市街地のうちその区域内の人口が三十万を超えるも

の（以下「大市街地」という。）に設置する署所の数は、当該大市街地を人口

三十万単位の地域に分割し、当該分割に係る地域を一の市街地とみなして、当

採用試験をどこで知った？

69
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該地域の人口についてそれぞれ別表第一に定める署所の数を合算して得た数を

基準として、地域特性を勘案した数とする。この場合において、同表中「市街

地の区域内の人口」とあるのは「分割に係る地域の人口」と読み替えるものと

する。 

３ 市街地に該当しない地域には、地域の実情に応じて当該地域に署所を設置する

ことができる。 

 

(別表第一（第四条第一項関係）)  

市街地の区域内の人口（万人） 署所の数 

1 1 

2 1 

3 1 

4 2 

5 2 

6 2 

7 3 

8 3 

9 3 

10 3 

11 4 

12 4 

13 4 

14 4 

15 5 

16 5 

17 5 

18 5 

19 6 

20 6 

21 6 

22 6 

23 7 

24 7 

25 7 

26 8 

27 8 

28 8 

29 8 

30 9 

 

備考 

市街地の区域内の人口については、当該人口の一万未満の端数を四捨五入して得

る数による。 
 

 

http://#
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４. 警防部に係る監査の結果及び意見 

① ＡＥＤ設置の普及啓発について（意見 23） 

現状、市では 119 番通報時のＡＥＤ搬送支援（通報者等にＡＥＤ設置場所のアナ

ウンス）を行っていないため、私的施設のＡＥＤ設置状況については、市民からの

情報提供が可能な全国版ＡＥＤマップに設置情報を提供してもらうように各種救

命講習の際に全国版ＡＥＤマップを広報し、ＡＥＤの設置状況の提供を呼びかけて

いる。  

市が把握しているＡＥＤ設置数は、市が関係する２０４施設で２１６機（令和７

年５月１日現在）、私的施設については市内１２８機（令和７年２月１日現在で全国

版ＡＥＤマップに掲載されている設置数）となっている。 

しかし、ＡＥＤ設置は、あくまでも事業所の任意であり、購入もしくは、レンタ

ルのいずれにしても費用がかかることに加え、市として費用助成などを行っていな

いことから、積極的に普及啓発は行っていない。 

突然の心停止の際の救命率は 119 番通報のみによった場合の 7.3%に比べＡＥＤ

による電気ショックが行われた場合は 54.2%と大きな差異がある一方、心停止の際

のＡＥＤ利用率は 5%と低水準であることから、ＡＥＤの普及啓発を行うことは重要

と考えられる。 

 

 
（出典：日本ＡＥＤ財団ホームページより） 
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（出典：日本ＡＥＤ財団ホームページより） 

 

市では、ＡＥＤの設置率の向上を重要視しており、例えば、24 時間使用可能なＡ

ＥＤを市内にどのように配置するのが望ましいか、またその運用方法等を含めて次

年度に調査・検討するよう計画しているとのことであるが、ＡＥＤ設置のメリット

(ＡＥＤ利用により救命率が大幅に改善される等)を啓発することにより、ＡＥＤの

普及啓発を実施することが望ましい。 

例えば、横浜市では救急条例６条において、一定の基準を満たす対象物について

は、ＡＥＤの設置を義務付けている、という自治体もあるので参考にされたい。 

 

(横浜市救急条例一部抜粋) 
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② 記録媒体の廃棄の対応について(意見 24)（情報政策課） 

東大阪市消防局ファストシステム管理運用要綱第 7条第 2項第 4号において、 

「外部記録媒体を破棄するときは、すべての情報を消去したうえで、物理破壊に

より処分しなければならない」と定めており、「パソコン等廃棄マニュアル」などの

市からのマニュアルや通知に従って記録媒体の破壊を実施している。 

この点、市の「パソコン等廃棄マニュアル」では、外部業者が記録媒体の破壊を

実施する場合には、職員が当該作業の完了まで立ち会いすることを推奨しているが、

委託業者からの破壊後の証拠写真の受領までは求めていない。 

一方、例えば、総務省の機器の破棄・データ消去に関するガイドライン(下図)に

おいては、委託業者が記録媒体を破壊する場合に、機密性の高い情報を有する記録

媒体に対する確実な履行を担保する方法として、破壊の完了証明書や破壊の証拠写

真を受領することが推奨されている。 

外部業者に委託する場合には、確実な履行を担保するため、破壊後の証拠写真や

完了報告書を受領することは重要である。 

したがって、物理破壊を要するような記録媒体の破棄を外部業者に依頼する場合

において、その破壊作業に職員が立ち会わないのであれば、代えて破壊した記録媒

体の写真を受領するようにマニュアルを改定することが望ましい。 

 

 
(令和 7 年 6 月 23 日 「総務省 機器の廃棄・データ消去について」から一部抜粋) 
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（パソコン等廃棄マニュアルより一部抜粋） 
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③ 消防署員の訓練計画の作成について(意見 25) 

現在、警防訓練実施要領第 7条において「警防部長等は、前条の別表に掲げる訓

練を実施する場合は、必要に応じて警防訓練の計画を作成しなければならない」と

定められており、消防局および各消防署は訓練計画を作成している。なお、第 7条

では「必要に応じて」訓練計画を作成となっているが、現状第 7条に該当する訓練

については全て訓練計画を作成している。一方、第 8条に基づく、消防局や消防署

ではなく消防隊等（消防隊、救急隊、救助隊、特殊隊および指揮隊を示す。）による

訓練では訓練計画の作成義務はなく、1 項で「消防隊員等の隊長は、月中各訓練実

施結果報告書(様式第 1)を作成し、署長に報告するものとする。」、2項で「署長は月

中訓練実施結果報告書(様式 2)を作成し、警防部長に報告するものとする。」と定め

られている。この点、7 条に基づく訓練と異なり 8 条に基づく訓練においては訓練

計画の作成が求められていない。 

訓練は実際に訓練目的をもって実施することに最も大きな意味があるが、計画を

作成することも重要である。なぜなら、計画と実績の差異を分析することで、訓練

の進捗状況を把握し、次年度の訓練に活かすことでことができるからである。した

がって、7 条と同様、8 条に基づく訓練においても、年間又は月次の訓練計画書を作

成することが望ましい。 

 

(警防訓練実施要領) 
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(出典：令和７年度消防局訓練計画) 
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128 
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④ 防火管理者の未届け状況のメンテナンスについて（意見 26） 

消防機関は、火災予防のため消防法第 4条の規定に基づき防火対象物への立ち入

り検査を実施している。 

 

消防法 

第四条 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に

対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員（消防本部を

置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消

防団員。第五条の三第二項を除き、以下同じ。）にあらゆる仕事場、工場若しくは

公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、

構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させること

ができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそ

れが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせて

はならない。 

② 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、

市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを

示さなければならない。 

③ 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、

関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 

④ 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査又は質問

を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 

 

 

令和６年 12月 31日現在の防火対象物は、下記のとおり 22,335件存在しており、

このうち、令和６年度中において、4,456 件の立ち入り検査を実施している。 
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（出典：令和６年版 消防年報） 
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そのうち保安３法対象物に関しては令和６年 12 月 31 日現在、481 件の対象物が

あり、93件の立入検査の実施を行っている。 

なお、保安３法対象物とは火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガス保安

法による規制を受ける対象物で、火災や爆発などの重大な事故が起きた際のリスク

が高い対象物を指す。 
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（出典：令和６年版 消防年報） 
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立入検査については立入検査実施要綱（東大阪市消防局例規通達第 9号）に基づ

き東大阪市における実施要綱を定め、別表第 1「立入検査対象区分表」及び第 2「立

入検査実施区分表」に従って立入検査対象及び実施頻度を決定し、実施している。 

 

（立入検査実施要綱（別表１「立入検査対象区分表」）） 
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（立入検査実施要綱（別表２「立入検査実施区分表」）） 
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立入検査により違反が発見された場合には東大阪市火災予防違反処理規程に基

づき、違反処理基準表に照らして違反の事実の確認を行い、違反是正の指導、必要

に応じて警告、命令及び告発を行うこととされている。 

 

（東大阪市火災予防違反処理規程） 

第２章 違反処理 

第１節 通則 

（違反処理の区分） 

第５条 違反処理は、次に掲げる区分による。 

(１) 警告 

(２) 命令 

(３) 許可の取消し 

(４) 認定の取消し 

(５) 告発 

(６) 過料事件の通知 

(７) 代執行 

(８) 略式の代執行（法第３条第２項又は法第５条の３第２項の措置） 

（違反処理基準） 

第６条 違反処理は、違反処理基準表（別表。以下「基準表」という。）に基づき、

これを行うものとする。ただし、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若し

くは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案を処理する場合

は、基準表に定める措置の手順によらないことができる。 

２ 基準表に従って違反処理することが行政上適切でない合理的理由が存すると

認められる場合は、基準表に定める措置を留保することができる。この場合に

おいて、安全担保措置を講じることを指導するものとする。 

 

（違反処理基準表 抜粋） 

 

区分 適用要件 第１次措置 

 

第２次措置 第３次措置 

５ ア 防火管理者が定められていな

いと認める場合（法第８条

第３項） 

警告 選任命令 使用停止命

令 

 

立入検査結果については、現状は消防 OA システムに登録され管理されている。屋

内消火栓設備、スプリンクラー設備、あるいは自動火災報知設備を設置しなければ

ならない建物で、これらの消防用設備等のいずれかが未設置のもの、過半にわたっ

て設置されていないもの若しくは機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれ

ている状態にあるものを重大違反対象物というが、これら重大違反対象物にあって

は消防 OA システムによる管理に加え Excel 資料で別途管理し、重点的に違反是正

の促進に取り組んでいる。一方、消防法第８条第２項に規定する防火管理者の未選

任については、その他の重大違反対象物以外の違反事項と同様に、消防 OAシステム

により管理し、通常の是正指導を実施している状況である。 

東大阪市では防火管理者の選任率が全国平均よりも 10％ほど低い状況となって

いることを踏まえると、現状の重大違反対象物のみならず、防火管理者の未選任に

ついても、違反是正を促進する取り組みを実施する必要がある。また、別途 Excel
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資料で実施しなくても詳細な管理ができるように、現状の OA システムの操作性を

改善する余地があるため、システム改修時に機能面の見直しを実施することも検討

されたい。 

 

⑤ 違反対象物公表制度の拡充について（意見 27） 

東大阪市では違反対象物の公表制度を採用しており、飲食店・百貨店など不特定

多数の人や、病院・福祉施設等の一人で避難することが難しい人が利用する建物で、

消防法令により屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置が

義務付けられているにもかかわらず未設置の施設については、関係者に違反を通知

した日から 14 日が経過しても改善がなされない場合にホームページ上で公表する

こととされている。 

しかし、他にも、例えば長期間に渡る防火管理者の未届けの繰り返しは消防法 8

条 2項に違反する重大な違反である。防火管理者選任率については全国では 84%（令

和 6年 3月 31日時点）であるのに対して東大阪市では 74%となっており、全国平均

を約 10%も下回る結果となっている。 
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（出典：令和６年版 消防年報） 
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消防庁次長通知（消防予第 484 号）「違反対象物に係る公表制度の実施について

（通知）」においても地域の実情に応じて「その他の法令違反」も公表の対象に含め

ることができるとされており、実際に東京消防庁のように防火管理者の未選任の繰

り返しを公表の対象に含めている事例もある。 

これらを踏まえて東大阪市においても、利用者の安全確保および地域全体の防火

意識の向上に資する観点から、違反対象物公表制度の対象範囲を拡充し、防火管理

者の未届等についても公表の対象に含めることが望ましい。 

 

⑥ 立入検査における人的要因の考慮について（意見 28） 

東大阪市では、立入検査に基づく行政指導や行政処分は、対象物ごとに判断する

こととしており、立入検査の記録も立入検査を実施した対象物ごとに作成されてい

る。 

一方、検査において指摘となるケースにおいては、対象物の所有者や責任者が指

導等に従わず、違法状態を改善しないという人的要因が介在しているケースもある

ものと考えられる。 

同一の所有者が複数物件を所有している際に、各物件において違法状態があるこ

とも想定されるため、検査対象・頻度等を検討する際に、人を基準とした観点を加

味することが望ましい。 

 

現状、立入検査に関するファイルについては文書事務の手引に従い管理がなされ

ており、立入検査の記録に関するファイルは常例的事務事業の執行に係るものとし

て立入検査の対象物が解体等により無くなる場合に、対象物が無くなった日から 3

年間保存したのちに廃棄する運用がなされている。 
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【文書管理の手引（抜粋）】 

 
 

確かに対象物が解体等により無くなった場合に、対象物に対する違反事実も無く

なることから、これに伴い立入検査の記録についても保存し続ける意味は乏しいと

考えられる。 

しかし、対象物の管理者が違反をしているという事実については無くなるもので

はなく、同一の管理者が他の対象物を管理している場合に、同様の違法状態が継続

している可能性があると考えられることから、一概に文書事務の手引に従って廃棄

を実施するのではなく、人を基準とした人的要因を考慮したうえで廃棄を検討すべ

きであると考えられる。 

また、このように人を基準とした観点を加味する場合にあっては、OAシステムに

て効率的に実施されることが望ましい。 
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５. 消防団に係る監査の結果及び意見 

(1) 東大阪市消防団の概要 

東大阪市の消防団は、昭和 46 年（1971 年）2 月１日に「東大阪市消防団」（以

下「当団」という）として発足し、１本部３方面隊 15 分団で構成されている。 

 

（組織図） 

 
 

 

(出典：東大阪市ホームページより) 

 

当団の主な活動内容は平時の活動と災害時の活動からなり、平時の活動としては、

防火指導、応急手当の普及、広報活動、資機材の点検、災害に備えた訓練・教養活動、

災害時の活動としては、火災現場での消火活動、地震・風水害などの救助・救出、警

戒巡視、避難誘導、災害防御などを実施している。 

「東大阪市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」（以下、市消防団

条例という）より、当団の消防団長は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、消防団

長以外の消防団員は、次に掲げる資格（①本市の区域内に居住する者、➁年齢 18 歳

以上の者、③身体強健で、かつ素行善良な者）を有する者のうちから、市長の承認を

得て消防団長が任命することとされている。 

市消防団条例に定める当団の定員数 550 人に対し、令和７年４月１日時点の実員

数は 508人であり、定員に対する充足率は 92.4％となっており、職階別で見た場合

の定員に対する充足率は何れの職階においても 90％以上となっている。 

 

（階級別人員数）令和７年４月１日時点 
 合計 団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 

定員 550 人 1 人 7 人 33 人 15 人 46 人 47 人 401 人 

実員 508 人 1 人 7 人 31 人 14 人 42 人 43 人 370 人 

充足率 92.4％ 100％ 100％ 93.9％ 93.3％ 91.3％ 91.5％ 92.3％ 

(出典：東大阪市消防年報（令和 2 年版～令和６年版）を基に監査人が作成) 

 

過去５年間の定員数と実員数の推移は下表のとおりであり、定員に対する充足率に

ついては令和５年に下回ったものの概ね 90％以上を保っており、当団を所管する消

防局総務部総務課では、当団は定員数に沿った実員数となっており、当団と消防局総

務部総務課消防団担当が相互協力して活動をしていることから、当団の非常備消防力

の維持は図られているとの認識であった。 
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（過去５年間の定員数と実員数の推移）4 月１日時点 
  令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 左記平均 

定員 550 人 550 人 550 人 550 人 550 人 550 人 

実員 503 人 503 人 489 人 503 人 508 人 501 人 

充足率 91.5％ 91.5％ 88.9％ 91.5％ 92.4％ 91.1％ 

(出典：東大阪市消防年報（令和 2 年版～令和６年版）を基に監査人が作成) 

 

当団の状況に対し、公益財団法人日本消防協会が公表している過去５年の全国の消

防団員数の動向は下図のとおりであり、近年、定員数、実員数、定員に対する充足率

も年々低下しており、直近の令和６年 10 月 1 日時点の定員数 870,570 人（前年同期

比 11,687 人減）に対し実員数 749,680 人（前年同期比 15,278 人減）、定員に対する

充足率は 86.1％（前年同期比 0.6％減）となっており、当団の定員に対する充足率は

全国平均を上回っている状況にある。 

 

（過去５年間の全国の消防団員の定員数と実員数の推移）いずれも 10月１日時点 
  令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 左記平均 

定員数 912,037 人 906,879 人 895,179 人 882,257 人 870,570 人 893,384 人 

実員数 819,373 人 805,413 人 784,360 人 764,958 人 749,680 人 784,757 人 

充足率 89.8% 88.8% 87.6% 86.7% 86.1% 87.8% 

（出典：公益財団法人日本消防協会ホームページを基に監査人が作成) 

 

当団の過去５年間の年齢別団員数と構成比の推移は以下のとおりであり、当団の令

和７年４月１日時点の年齢構成と、令和６年 10 月１日時点の全国の消防団員の年齢

構成比を比較すると、30歳～40歳代の団員の比率が、全国58.9％に対し当団は65.9％、

50歳代以上の比率が全国 31.7％に対し、当団は 25.0％と全国平均に比べ団員の年齢

層は若くなっている。 

 

（過去５年間の団員の年齢別推移）4月１日時点（全国平均は令和６年 10月 1日時点） 
  令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 全国平均 

平均年齢 42 歳 43 歳 43 歳 43 歳 43 歳  

60 歳以上 25 人 26 人 23 人 25 人 26 人 
10.2％ 

構成比 5.0% 5.2% 4.7% 5.0% 5.1% 

50 歳～59 歳 81 人 91 人 93 人 106 人 101 人 
21.5％ 

構成比 16.1% 18.1% 19.0% 21.1% 19.9% 

40 歳～49 歳 185 人 192 人 182 人 180 人 184 人 
34.8％ 

構成比 36.8% 38.2% 37.2% 35.8% 36.2% 

30 歳～39 歳 175 人 160 人 151 人 144 人 151 人 
24.1％ 

構成比 34.8% 31.8% 30.9% 28.6% 29.7% 

20 歳～29 歳 36 人 34 人 40 人 44 人 44 人 
9.0％ 

構成比 7.2% 6.8% 8.2% 8.7% 8.7% 

19 歳以下 1 人 0 人 0 人 4 人 2 人 
0.4％ 

構成比 0.2% 0.0% 0.0% 0.8% 0.4% 

合計 503 人 503 人 489 人 503 人 508 人 100.0％ 

(出典：東大阪市消防年報及び公益財団法人日本消防協会ホームページを基に監査人が作成) 

 

当団の過去 5 年間の女性団員数の推移は下表のとおりであり、実員に対する女性

比率については２％程度で推移している。当団の女性団員は団本部の広報啓発隊とし

て活躍しており、分団に所属し災害現場活動に直接従事している団員はいない。 
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（過去５年間の女性団員の推移）4 月１日時点 
  令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 左記平均 

実員 503 人 503 人 489 人 503 人 508 人 501 人 

女性団員 10 人 11 人 11 人 8 人 9 人 10 人 

女性比率 2.0％ 2.2％ 2.2％ 1.6％ 1.8％ 2.0％ 

(出典：東大阪市消防年報（令和 2 年版～令和６年版）を基に監査人が作成) 

 

（過去５年間の全国の消防団員の定員数と実員数の推移）10 月１日時点 
  令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 左記平均 

女性団員 27,690 人 27,998 人 28,532 人 28,980 人 29,780 人 28,596 人 

実員数 819,373 人 805,413 人 784,360 人 764,958 人 749,680 人 784,757 人 

女性比率 3.4％ 3.5％ 3.6％ 3.8％ 4.0％ 3.7％ 

（出典：公益財団法人日本消防協会ホームページを基に監査人が作成) 

 

(2) 分団及び消防団屯所の状況 

当団の分団及び消防団屯所の配置は以下のとおりであり、分団を統括する各方

面隊の管轄区域は東大阪市の前身である旧３市（旧枚岡市、旧河内市、旧布施市）

の市域に基づいて設定されている。 

東方面隊は旧枚岡市、中方面隊は旧河内市、西方面隊は旧布施市の市域を管轄

区域として 31 カ所の消防団屯所を設置している。 

当団の分団や屯所の配置、定員数については、当団が昭和 42 年 2 月に合併し東

大阪市となる前の旧市（旧枚岡市、旧河内市、旧布施市）における消防団組織を

引き継いだという経緯もあり、条例等で分団の配置や定員を個々に定めてはいな

い。 

 

（消防署、分署及び屯所の配置） 

 
（出典：消防局提供資料）  

  

西方面隊 

中方面隊 

東方面隊 
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（各方面隊の管轄図） 
 

 
 

（出典：東大阪市消防局より入手資料） 

 

当団の分団別体制と装備状況は以下のとおりであり、主力機械である救助資機材搭

載型ポンプ車（1台）は団本部に、小型動力ポンプ付積載車（31台）及び小型動力ポ

ンプ（40台）は各分団の屯所に配備されている。 

団本部及び屯所に配備されている小型動力ポンプ付積載車等の主力機械は、消防局

総務部総務課に所属しており、毎期、各分団で現物確認を行い、検証結果を消防局総

務課へ報告している。 

 

 
 

（屯所外観は 9 分団 3 号車屯所、内部は 10 分団 1 号車屯所。監査人撮影） 

  

西方面隊 中方面隊 東方面隊 
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（分団別体制及び装備状況）令和 7 年 4 月１日時点 

  団長 副団長 分団長 
副分団

長 
部長 

班長及

び団員 
合計 

救助資機

材搭載型

ポンプ車 

小型動力

ポンプ付

積載車 

小型動力

ポンプ 

合 計 1 人 7 人 31 人 14 人 42 人 413 人 508 人 1 台 31 台 40 台 

団 本 部 1 人 4 人 - - 1 人 18 人 24 人 1 台 - - 

東方面隊 - 1 人 6 人 - - - 7 人 - - - 

第１分団 - - 1 人 1 人 3 人 33 人 38 人 - 3 台 5 台 

第２分団 - - 1 人 1 人 3 人 39 人 44 人 - 3 台 6 台 

第３分団 - - 1 人 1 人 3 人 31 人 36 人 - 3 台 5 台 

第４分団 - - 1 人 1 人 3 人 23 人 28 人 - 1 台 2 台 

第５分団 - - 1 人 1 人 3 人 41 人 46 人 - 3 台 4 台 

中方面隊 - 1 人 6 人 - - - 7 人 - - - 

第６分団 - - 1 人 1 人 3 人 31 人 36 人 - 3 台 3 台 

第７分団 - - 1 人 1 人 3 人 24 人 29 人 - 2 台 2 台 

第８分団 - - 1 人 1 人 3 人 38 人 43 人 - 3 台 3 台 

第９分団 - - 1 人 1 人 3 人 33 人 38 人 - 3 台 3 台 

第 10 分団 - - 1 人 1 人 3 人 23 人 28 人 - 2 台 2 台 

西方面隊 - 1 人 5 人 - - - 6 人 - - - 

第 11 分団 - - 1 人 1 人 3 人 21 人 26 人 - 1 台 1 台 

第 12 分団 - - 1 人 1 人 3 人 21 人 26 人 - 1 台 1 台 

第 13 分団 - - 1 人 1 人 2 人 10 人 14 人 - 1 台 1 台 

第 14 分団 - - 1 人 1 人 3 人 25 人 30 人 - 1 台 1 台 

第 15 分団 - - - - - 2 人 2 人 - 1 台 1 台 

 (出典：東大阪市消防年報（令和６年版）を基に監査人が作成) 
 

各消防団屯所の所在地、構造、建築年月、階数、土地、建物の所有者並びに建物の

耐震性の有無は以下のとおりである。 

屯所の建物には市所有のものと自治会所有のものがあり、土地についても市所有の

もの、自治会等から有償又は無償提供されているものがある。土地を有償で使用して

いる屯所は 3 カ所であり、市は土地所有者と賃貸借契約を締結するとともに、毎期、

賃借料について、市の借地料基準に基づき見直しを実施し、土地所有者と土地賃借契

約覚書を交わしている。 

令和６年度の土地賃借契約覚書は、市の借地料基準に定めに従い、市の固定資産税

課より入手した固定資産税課税標準額に基づき計算されていた。 

屯所の耐震性の状況は、下記のとおりであるが、「東大阪市市有建築物耐震化整備

計画」において、「防災関連施設については５０㎡以上、特定建築物及びその他の一

般建築物については１００㎡以上の延床面積を有する建築物のうち、旧耐震基準(昭

和 56 年 5 月以前)に基づき設計されたもの」を耐震化の対象とするとされているた

め、６分団２号車屯所、８分団３号車屯所、10 分団 1 号車屯所については、耐震性

の有無は確認されていない。 
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なお、10 分団 1 号車屯所については令和７年度において隣接地での建替が進んで

いる。 

 

（屯所一覧） 

注１ 「５０㎡未満」は市有建築物耐震化整備計画における検討の対象外 

注２ 「５０㎡未満・有り」は公民館等と併設     （出典：消防局提出資料より監査人作成） 

  

  名  称 住所 構造 延面積 
建築 

年月日 
階数 建物 土地 耐震性 

1 1 分団 1 号車 善根寺 善根寺町 2 丁目  鉄骨 48.8 ㎡ H2.3.31 2 自治会 無償 
５０㎡未満・

有り 

2 1 分団 2 号車 日下 日下町 8 丁目  鉄骨 85.75 ㎡ S58.2.5 2 市 有償 有り 

3 1 分団 3 号車 布市 布市町 2 丁目  鉄骨 68 H30.3.28 2 市 無償 有り 

4 2 分団 1 号車 芝 中石切町 3 丁目  鉄骨 63 ㎡ S61.12.20 2 市 無償 有り 

5 2 分団 2 号車 上石切 東石切町 4 丁目  鉄骨 92.81 ㎡ H1.11.24 2 市 市 有り 

6 2 分団 3 号車 植付 西石切町 3 丁目  鉄骨 67.215 ㎡ S62.11.30 2 市 有償 有り 

7 3 分団 1 号車 額田 南荘町 鉄骨 
屯所 

共同使用 
S49.5.1 

2 階建の 

1 階部分 
市 無償 

有り（H24

工事済） 

8 3 分団 2 号車 宝箱 南荘町 鉄骨 72 ㎡ H21.3.6 2 市 市 有り 

9 3 分団 3 号車 出雲井 出雲井町 鉄骨 75 ㎡ H27.9.24 2 市 有償 有り 

10 4 分団  河内 客坊町 鉄骨 79.31 ㎡ H10.10.20 2 市 無償 有り 

11 5 分団 1 号車 六万寺 六万寺町 2 丁目  鉄骨 77.67 ㎡ H23.10.20 2 市 市 有り 

12 5 分団 2 号車 池島 池島町 4 丁目  鉄骨 35.24 ㎡ H18.1.5 2 市 市 
５０㎡未満・

有り 

13 5 分団 3 号車 横小路 横小路町 4 丁目  鉄骨 76.45 ㎡ H18.11.24 2 市 無償 有り 

14 6 分団 1 号車 加納 加納７丁目 鉄骨 62.81 ㎡ R5.2.26 2 市 市 有り 

15 6 分団 2 号車 吉原 吉原 1 丁目  木造 17.29 ㎡ H2.9.30 1 自治会 無償 ５０㎡未満 

16 6 分団 3 号車 中新開 中新開 1 丁目  鉄骨 81.92 ㎡ H29.11.22 2 市 無償 有り 

17 7 分団 1 号車 川田 川田 2 丁目  鉄骨 74.52 ㎡ H25.11.18 2 市 市 有り 

18 7 分団 2 号車 古箕輪 古箕輪 1 丁目  鉄骨 72 ㎡ H16.3.15 2 市 無償 有り 

19 8 分団 1 号車 今米 今米 1 丁目  鉄骨 68.36 ㎡ H1.2.1 2 自治会 無償 有り 

20 8 分団 2 号車 新家 吉田 5 丁目  鉄骨 16.24 ㎡ H1.7.15 1 自治会 無償 
５０㎡未満・

有り 

21 8 分団 3 号車 中 吉田 2 丁目  
軽量 

鉄骨 
46.75 ㎡ S46.6.19 2 市 無償 ５０㎡未満 

22 9 分団 1 号車 菱江 菱江 5 丁目 鉄骨 19.84 ㎡ S52.9.15 1 自治会 無償 ５０㎡未満 

23 9 分団 2 号車 稲葉 稲葉 1 丁目  鉄骨 68 ㎡ H26.12.12 2 市 市 有り 

24 9 分団 3 号車 岩田 岩田町 1 丁目  鉄骨 74.8 ㎡ R7.3.3 2 市 市 有り 

25 10 分団 1 号車 玉串 玉串元町 2 丁目  
ブロック

造 
25.74 ㎡ S40.6.1 1 自治会 無償 ５０㎡未満 

26 10 分団 2 号車 瓜生堂 瓜生堂 1 丁目  鉄骨 20.40 ㎡ H8.4.1 
2 階建の 

1 階部分 
自治会 無償 経年劣化" 

27 11 分団  森河内 森河内西 2 丁目  鉄骨 140.14 ㎡ H6.11.24 2 市 市 
５０㎡未満・

有り 

28 12 分団  意岐部 新家 3 丁目  鉄骨 79.38 ㎡ H8.11.29 2 市 市 有り 

29 13 分団  荒川 荒川 1 丁目  ＲＣ 79.38 ㎡ H10.10.12 2 市 市 有り 

30 14 分団 弥刀 小若江 1 丁目  鉄骨 58 ㎡ H3.6.10 2 市 無償 有り 

31 15 分団 長瀬 柏田本町 鉄骨 79.2 ㎡ H4.7.13 2 市 市 有り 
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過去 5 年間の分団別団員の推移は下表のとおりである。なお第 15 分団につい

て令和５年 0 人、令和６年 0 人、令和７年２人と大幅な人員減となっているが、

運営は西方面隊内の人員にて運営されている状況とのことであった。 

 

（過去５年間の分団別実員数の推移）いずれも 4 月１日時点 

  令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 左記平均 

定 員 550 人 550 人 550 人 550 人 550 人 550 人 

実員合計 503 人 503 人 489 人 503 人 508 人 501 人 

団 本 部 23 人 27 人 25 人 22 人 24 人 24 人 

東方面隊 7 人 7 人 7 人 7 人 7 人 7 人 

第１分団 38 人 37 人 36 人 37 人 38 人 37 人 

第２分団 40 人 41 人 44 人 45 人 44 人 43 人 

第３分団 37 人 36 人 35 人 36 人 36 人 36 人 

第４分団 27 人 28 人 27 人 27 人 28 人 27 人 

第５分団 44 人 44 人 45 人 45 人 46 人 45 人 

中方面隊 7 人 7 人 7 人 7 人 7 人 7 人 

第６分団 35 人 31 人 34 人 35 人 36 人 34 人 

第７分団 29 人 29 人 29 人 29 人 29 人 29 人 

第８分団 42 人 42 人 42 人 45 人 43 人 43 人 

第９分団 33 人 32 人 32 人 35 人 38 人 34 人 

第 10 分団 28 人 28 人 29 人 29 人 28 人 28 人 

西方面隊 7 人 7 人 7 人 7 人 6 人 7 人 

第 11 分団 23 人 26 人 25 人 27 人 26 人 25 人 

第 12 分団 28 人 29 人 25 人 27 人 26 人 27 人 

第 13 分団 18 人 18 人 17 人 14 人 14 人 16 人 

第 14 分団 23 人 23 人 23 人 29 人 30 人 26 人 

第 15 分団 14 人 11 人 0 人 0 人 2 人 5 人 

(出典：東大阪市消防年報（令和 2 年版～令和６年版）を基に監査人が作成) 

 

当団における分団の配置や定員数の個々の定めはないが、各分団の管轄地区の世

帯数及び人口総数の状況と分団の実員数及び実員あたり戸数の状況は以下のとおり

であった。 
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（屯所別世帯数）実員数は令和７年４月 1 日時点 

分団 消防団屯所 世帯数 構成比 人口総数 構成比 実員 構成比 実員あたり戸数 

第１分団 第１分団 1 号車 2,263 戸 0.9％ 4,745 人 1.0％    

 第１分団 2 号車 5,532 戸 2.2％ 11,291 人 2.4％    

 第１分団 3 号車 1,744 戸 0.7％ 3,615 人 0.8％    

 小計 9,539 戸 3.8％ 19,651 人 4.1％ 38 人 7.5％ 251戸  

第２分団 第２分団 1 号車 3,174 戸 1.3％ 6,879 人 1.4％    

 第２分団 2 号車 4,800 戸 1.9％ 10,184 人 2.1％    

 第２分団 3 号車 2,635 戸 1.0％ 5,383 人 1.1％    

 小計 10,609 戸 4.2％ 22,446 人 0.8％ 44 人 8.7％ 241戸  

第３分団 第３分団 1 号車 5,129 戸 2.0％ 10,829 人 2.3％    

 第３分団 2 号車 4,232 戸 1.7％ 8,532 人 1.8％    

 第３分団 3 号車 1,939 戸 0.8％ 3,925 人 0.8％    

 小計 11,300 戸 4.5％ 23,286 人 4.9％ 36 人 7.1％ 314戸  

第４分団 第４分団 6,585 戸 2.6％ 12,133 人 2.5％ 28 人 5.5％ 235戸  

第５分団 第５分団 1 号車 8,951 戸 3.5％ 17,532 人 3.7％    

 第５分団 2 号車 8,056 戸 3.2％ 15,654 人 3.3％    

 第５分団 3 号車 2,834 戸 1.1％ 5,550 人 1.2％    

 小計 19,841 戸 7.9％ 38,736 人 8.1％ 24 人 4.7％ 431戸  

東方面隊 計 57,874 戸 22.9％ 116,252 人 24.3％ 199人 39.2％ 291戸  

第６分団 第６分団 1 号車 4,915 戸 1.9％ 10,212 人 2.1％    

 第６分団 2 号車 1,030 戸 0.4％ 2,138 人 0.4％    

 第６分団 3 号車 2,453 戸 1.0％ 4,813 人 1.0％    

 小計 8,943 戸 3.3％ 17,163 人 3.6％ 36 人 7.1％ 233戸  

第７分団 第７分団 1 号車 10,268 戸 4.1％ 20,977 人 4.4％    

 第７分団 2 号車 8,943 戸 3.5％ 18,204 人 3.8％    

 小計 19,211 戸 7.6％ 39,181 人 0.8％ 29 人 5.7％ 662戸  

第８分団 第８分団 1 号車 1,111 戸 0.4％ 2,083 人 0.4％    

 第８分団 2 号車 5,374 戸 2.1％ 10,485 人 2.2％    

 第８分団 3 号車 8,044 戸 3.2％ 15,890 人 3.3％    

 小計 14,529 戸 5.8％ 28,458 人 6.0％ 43 人 8.5％ 338戸  

第９分団 第９分団 1 号車 1,633 戸 0.6％ 3,111 人 0.7％    

 第９分団 2 号車 3,244 戸 1.3％ 6,527 人 1.4％    

 第９分団 3 号車 10,181 戸 4.0％ 19,461 人 4.1％    

 小計 15,058 戸 0.7％ 29,099 人 6.1％ 38 人 7.5％ 396戸  

第 10分団 第 10分団 1号車 12,940 戸 5.1％ 25,269 人 5.3％    

 第 10分団 2号車 8,963 戸 3.5％ 17,507 人 3.7％    

 小計 21,903 戸 8.7％ 42,776 人 9.0％ 28 人 5.5％ 782戸  

中方面隊 計 79,099 戸 31.3％ 156,677 人 32.8％ 181人 35.6％ 437戸  

第 11分団 第 11分団 22,290 戸 8.8％ 42,092 人 8.8％ 26 人 5.1％ 857戸  

第 12分団 第 12分団 25,719 戸 10.2％ 44,400 人 9.3％ 26 人 5.1％ 989戸  

第 13分団 第 13分団 24,055 戸 9.5％ 39,745 人 8.3％ 14 人 2.8％ 1,718 戸  

第 14分団 第 14分団 22,341 戸 8.8％ 40,742 人 8.5％ 30 人 5.9％ 745戸  

第 15分団 第 15分団 21,112 戸 8.4％ 37,573 人 7.9％ 2 人 0.4％ 10,556戸  

西方面隊 計 115,517 戸 45.8％ 204,552 人 42.8％ 104人 20.5％ 1,111 戸  

団本部 計     24 人 4.7％  

合 計 252,490 戸 100％ 477,481 人 100％ 508人 100％ 497戸  

（出典：消防局提出資料より監査人作成） 
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(3) 報酬と出動実績について 

市では市消防団条例第 14 条の定めに基づき年額報酬、同条例第 15 条に基づき

出動報酬を支給しており、また、同条例第 16 条に基づき消防団員が市長の定める

職務のために旅行したときは、東大阪市旅費支給条例（昭和 42 年東大阪市条例第

29 号）の定めるところにより当該旅行に要する費用を費用弁償として支給するこ

ととしている。なお、出動報酬は令和３年度までは費用弁償として支払っていた

が、制度を見直したことにより、従来費用弁償として支払っていた金額のうち、

「出動報酬」に相当する金額については、令和４年度以降は「出動報酬」として

支払うことに変更している。 

そして、当団の年額報酬及び出動報酬は、以下のとおり定められている。 

国では消防団員の処遇に関して「非常勤消防団員の報酬等の基準」（令和３年４

月 13 日消防庁長官通知）を発出しており、その中で非常勤消防団員の報酬は年額

報酬と出動報酬の二種類とする（ただし、地域の実情に応じこのほかの報酬を定

めることを妨げない）こと、年額報酬及び出動報酬の標準額を定めており、年額

報酬については団員の階級の者について年額 36,500 円、災害に関する出動報酬に

ついては 1 日あたり 8,000 円を標準とし、災害以外の出動報酬については、市町

村において、出動の態様（訓練や警戒等）や業務の負荷、活動時間等を勘案し、

標準額と均衡のとれた額となるよう定めるとされており、当団の報酬は標準額に

則した金額となっている。 

 

 

（年額報酬）令和７年４月１日現在 

階級 団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 

年額報酬 130,000 円 92,000 円 66,000 円 46,000 円 39,000 円 37,000 円 36,500 円 

 

（出動報酬）令和７年４月１日現在 
種別 火災 水防 警戒 教養訓練 

1 日の出動報酬 8,000 円 8,000 円 8,000 円 3,500 円 

※火災、水防及び警戒の場合、職務に従事した時間が４時間未満の場合は 4,000円 

 

火災等の災害発生時の団員への出動要請は、消防指令システム及び消防救急デ

ジタル無線を介し、災害等が発生した地域を管轄する各消防署に情報が共有され

る。これを受けて各消防署の受付員である署員より連絡表に基づき自所属の消防団

員へ電話にて実施される。また、これとは別に、災害が発生すると、消防指令シス

テム及び消防救急デジタル無線を介し、発生地に登録されている団員にメールが送

られる仕組みになっている。 

 

過去 5 年間の種別出動回数及び人員数の推移は、以下のとおりである。 
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（過去５年間の種別出動回数及び出動人員数の推移） 

種別 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 左記平均 

火災 157 回 113 回 94 回 166 回 134 回 133 回 

 799 人 539 人 407 人 671 人 544 人 592 人 

救助 0 回 0 回 0 回 0 回 0 回 0 回 

 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

風水害等の災害 0 回 1 回 2 回 44 回 3 回 10 回 

 0 人 3 人 8 人 195 人 15 人 44 人 

演習・訓練等 41 回 0 回 134 回 128 回 66 回 47 回 

 457 人 0 人 1,090 人 687 人 184 人 466 人 

特別警戒 173 回 174 回 192 回 174 回 179 回 175 回 

 1,788 人 1,891 人 2,155 人 2,167 人 2,235 人 2,047 人 

教養訓練 238 回 386 回 350 回 435 回 518 回 393 回 

 1,870 人 3,076 人 2,789 人 3,691 人 3,426 人 2,970 人 

(出典：東大阪市消防年報（令和 2 年版～令和６年版）を基に監査人が作成) 

 

これらに対して支給された年額報酬及び出動報酬の推移は、以下のとおりとなっ

ている。出動報酬については、当団を管理する各消防署の庶務担当が活動報告書を

元に団員ごとに出動実績を消防 OA システムへ入力、局総務課では署から入手した活

動報告書と消防 OA システムへの出動実績の入力結果を検証したのち、各団員に対し

直接支給している。また年額報酬は年２回（９月末、３月末）に支給しており、支払

時に過去１年間の活動実績を確認し支給している。当該活動実績の確認にあたって

は、出動報酬対象にあたらない団の訓練や機器整備の実績についても、消防団員と

して即応体制の維持をされている活動であるとの認識より活動実績としてカウント

している。 

 

（過去５年間の年額報酬と出動報酬の推移）                  

（単位：千円） 
  令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 左記平均 

年額報酬    18,318     17,600     20,119     19,512     19,969    19,104  

出動報酬 
   ※ 

10,995  

  ※ 

9,915 

   15,492     14,600     15,646    13,329  

（※）令和２年、令和３年は出動報酬ではなく「費用弁償」として支給 
（出典：消防局提出資料より監査人作成） 

 

 

① 消防団の設置状況について（意見 29） 

令和７年４月１日時点における当団の充足率（当消防団の実員数を定員数で除し

て求められた率）は 91.2％であり、公益財団法人日本消防協会が公表している令和

６年 10 月１日時点における全国の消防団の充足率相当（全国の消防団の実員数総

数を同定員数総数で除して求められた率） 81.6％を上回っている。消防局の担当課

においても当団には定数に沿った実員数を確保しており、消防団と消防局が連携し

て活動することで非常備消防力は維持されているとの認識が示されていた。 

しかしながら、当団の定員数は市全域に係る総数としてのみ定められており、市

内の分団数や分団毎の定員数、屯所の配置等については、個別の基準を設けていな

い状況にある。 

現在市内に 15 分団と 31 カ所の屯所が設置されているが、これらは昭和 42 年 2

月の当市合併前の旧市（旧枚岡市、旧河内市、旧布施市）の区割りを引き継いだも

のとなっている。消防局より入手した資料を基に屯所別の世帯数を確認したところ
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分団間で大きな偏在が認められた。 

具体的には、分団別の世帯数は、最も少ない第６分団が 8,943 戸/団であるのに対

し、最も多い第 12 分団は 25,719戸/団とその差は約 2.9倍となっている。また、実

員１人当たりの担当世帯数では、最も少ない第６分団が 233 戸/実員であるのに対

し、最も多い第 15 分団は 10,556戸/実員と約 45倍の乖離が生じていた。 

このように、分団ごとの世帯数や実員構成に大きな差異が存在している状況を踏

まえると、市の非常備消防力が適切に設置され整備運用されているかについて、分

団単位での再検討を行う必要があると考えられる。 

 

② 消防団屯所の耐震性について（意見 30） 

東大阪市市有建築物耐震化整備計画では、耐震化の対象を、「防災関連施設につい

ては５０㎡以上、特定建築物及びその他の一般建築物については１００㎡以上の延

床面積を有する建築物のうち、旧耐震基準(昭和 56 年 5 月以前)に基づき設計され

たもの」を耐震化の対象とすると定めている。 

このため、延床面積 50㎡未満の消防団屯所のうち、耐震性の有無を把握している

ものの、計画の検討対象外として耐震化の検討が行われていない屯所がある。 

今回、対象外となっている 50 ㎡未満の屯所（第８分団 3 号車屯所、昭和 46 年 6

月建築）について現場を視察したところ、壁面にひび割れ等（写真の円内）が視認

された。 

 

 
 

ひび割れの存在のみで耐震性を欠くと断定することはできないが、消防団は災害

時の活動として、火災現場での消火活動、地震・風水害などの救助・救出、警戒巡

視、避難誘導、災害防御などの重要な役割を担っており、また、屯所は消防団の災

害時の活動の拠点となる施設である。 

したがって、市の市有建築物耐震化整備計画の検討対象基準に満たない施設であ

ったとしても、その重要性に鑑み、耐震性の検討を行い、必要に応じて改善措置を

図る必要がある。 
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③ 女性登用について（意見 31） 

消防団活動が多様化する中で、災害時の後方支援活動、避難所の運営支援等をは

じめ、広範囲にわたる女性消防団員の活躍が期待されており、男女共同参画基本計

画においても基本認識は次のとおりとなっている。 

 

第８分野 防災・復興、環境問題における男女共同参画の推進 

 

【基本認識】 

〇災害は、災害は、地震、津波、風水害等の自然現象（自然要因）とそれを受け

止める側の社会の在り方（社会要因）により、その被害の大きさが決まって

くると考えられている。被害を小さくするためには、社会要因による災害時

の困難を最小限にする取組が重要である。  

〇 大規模災害の発生は、全ての人の生活を脅かすが、とりわけ、女性や子供、脆

弱な状況にある人々がより多くの影響を受けることが指摘されている人口の 

51.3％は女性であり、女性と男性が災害から受ける影響の違いなどに十分に

配慮された男女共同参画の視点からの災害対応が行われることが、防災・減

災、災害に強い社会の実現にとって必須である。非常時には、平常時におけ

る固定的な性別役割分担意識を反映して、増大する家事・育児・介護等の女

性への集中や、配偶者等からの暴力や性被害・性暴力が生じるといったジェ

ンダー課題が拡大・強化される。  

〇 したがって、平常時からあらゆる施策の中に、男女共同参画の視点を含めるこ

とが肝要であるとともに、非常時において、女性に負担が集中したり、困難

が深刻化したりしないような配慮が求められる。 

（中略） 

このため、国の災害対応において男女共同参画の視点を取り入れた取組を進める。 

また、地方公共団体が、平常時の備え、初動段階、避難生活、復旧・復興の各段

階において、若年層を含め女性が主体的な担い手であるという認識を国内外で共

有し、男女共同参画の視点を取り入れた取組が国内で進められるように国として

支援を行う。 
（出典 第５次男女共同参画基本計画より抜粋） 

 

当団の令和７年４月１日時点の女性消防団員数は９人で、前年と比べ１人増加し

た。消防団員全体に占める女性団員数の割合は１.８％であり、前年比０.２％増加

している。 

一方、消防庁が公表した「消防団の組織概要等に関する調査（令和７年度）」によ

れば、令和６年 10 月１日時点の全国の女性消防団員数は 29,478 人（前年比 883人

増）で、女性比率は４.０％（前年比０.２％増）である。これを比較すると、当団

の女性比率は依然として全国平均を下回っている。 

国は「第 5次男女共同参画基本計画」（令和２年 12月 25日閣議決定）において、

消防団員に占める女性の割合について 10％を目標としつつ、2026 年度（令和 8 年

度）末まで当面５％とする目標を掲げている。これを踏まえ、消防庁では、女性の

消防団への入団を促進するため、消防団確保のマニュアルの作成のほか、各種広報

活動、消防団の力向上モデル事業、救助用資機材等の整備推進等を行っている。 

市消防局では、局作成及び消防庁作成の消防団募集ポスター・リーフレット等を

消防署及び消防団屯所に掲示するとともに、消防団に配布し地域の掲示板等の可能

な範囲で掲示している。消防団では、催事等において団員自ら市民に声掛けを行う



 

155 

等の消防団員の募集活動を実施しているとのことであるが、女性団員登用に限った

施策は行っていない。 

女性消防団員の登用は、国の重点施策でもあり、消防団が有志の団体であること

を踏まえても、国の目標との整合性を図る観点から、消防局が消防団と連携し、女

性の入団促進を支援する具体的施策を講ずることが望まれる。 

 

④ 消防団員の出動状況の確認について（意見 32） 

消防局では、消防団員の年額報酬に関しては、「「消防団員の処遇等に関する検討

会」最終報告書（令和 3年 8月）別添 1 報酬編」３（２）年額報酬の位置付けにつ

いて、により示された見解に沿って、「消防団という身分を持つことに伴う日常的な

活動」に対する報酬であると位置づけられていることから、消防団に在籍しており、

直近１年間出動実績がある場合は年額報酬を支払う資格を有するものとし、条件を

満たす団員に対して年間報酬を支給することとしている。 

そのため毎月、消防団を管理する各消防署の庶務担当が活動報告書を元に団員ご

との出動実績を消防 OAシステムへ入力、総務課では活動報告書と消防 OAシステム

の入力結果を照合して出動実績のないものを洗い出しているとのことであるが、シ

ステムから個人ベースでしか年間の出動実績を出力できないため、手作業で出動実

績のあった団員を年額報酬の支給対象者として消込してゆく状況となっている。年

額報酬支給対象者の検証が容易となるよう、消防 OAシステム見直しの際に、出勤実

績のある団員がリストアップできるよう検討されたい。 

 

 
（出典：「消防団員の処遇等に関する検討会」最終報告書（令和 3 年 8 月）別添 1 報酬編） 
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⑤ 消防団アプリの利用について（意見 33） 

消防団員の出動状況の確認について述べたが、団員の活動報告や出動状況の情報

は消防団を管理する各消防署の庶務担当が活動報告書を元にシステム入力してい

る。 

近年、災害時の活動の迅速化、現場での情報の可視化、団員の動態管理等、消防

団活動をより効果的・効率的にできるようサポートするアプリケーション（いわゆ

る「消防団アプリ」）が、各種提供されている。 

消防庁においても、令和６年版の消防白書において、消防防災分野におけるＤＸ

施策の「消防団活動におけるデジタル技術の活用促進」として、消防団アプリの導

入を取組として挙げ、出動状況の迅速な把握など消防団活動の効率化につながると

している。 

局においても国のＤＸ推進にあわせ、令和５年度より導入の検討を始め、次回の

高機能消防指令システム更新時に、消防団に関するアプリ・機能を組み込むことを

検討しており、令和 10 年 4 月運用開始を目標としているとのことである。消防団

活動の効率化のみならず、消防局における消防団活動の効果的、効率的な管理の面

からも消防団アプリの導入を引き続き積極的に推進されたい。 

 

以上 

 


